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 ロ．再処理施設の一般構造 

ロ．再処理施設の一般構造に係る記述及び(１) 核燃料物質の臨界防止

に関する構造の記述を以下のとおり変更する。また，(２) 放射線のし

ゃへいに関する構造を(２) 放射線の遮蔽に関する構造とし，これに係

る記述を以下のとおり変更するとともに，(３) 使用済燃料等の閉じ込

めに関する構造，(４) 火災及び爆発の防止に関する構造及び(５) 耐震

構造の記述を以下のとおり変更する。さらに，(６) 耐津波構造の記述

を以下のとおり追加するとともに，(６) その他の主要な構造の付番を

(７)とし，これに係る記述を以下のとおり変更又は追加する。 

 

再処理施設は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律」（以下「原子炉等規制法」という｡）等の関係法令の要求を満

足するよう，以下の基本方針に基づく構造とする。 

再処理施設は，安全性を確保するために，異常の発生を防止するこ

と，仮に異常が発生したとしてもその波及，拡大を抑制すること，さ

らに，異常が拡大すると仮定してもその影響を緩和することとする

「深層防護」の考え方を適切に採用した設計とする。 

さらに，再処理施設は，重大事故等が発生した場合において，重大

事故等の発生を防止し，その拡大を防止し，並びに，その影響を緩和

するための必要な措置を講ずる設計とする。 

また，再処理施設は，平常時において，周辺監視区域外の一般公衆

の線量及び放射線業務従事者の線量が「原子炉等規制法」に基づき定

められている線量限度を超えないように設計する。さらに，一般公衆

の線量については，合理的に達成できる限り低くなるように設計する。 

 



 

  (１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造 

    再処理施設の運転中及び停止中において想定される，系統及び機器

（ここでいう機器は，配管を含み，以下「機器」という。）の単一故

障若しくはその誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定した場合にお

いて，核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするとともに，

臨界管理上重要な施設に対しては，臨界が発生した場合にも，その影

響を緩和できるよう，核燃料物質の臨界防止に係る再処理施設の設計

の基本方針を以下のとおりとする。 

 

  (ⅰ) 単一ユニットの臨界安全設計 

    核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下，「単一ユニット」とい

う。）については，形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成

管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより臨界を防止す

る設計とする。設計にあたり，これらの管理に対して適切な核的制限

値を設定する。核的制限値（臨界管理を行う体系の未臨界確保のため

に設定する値）の設定に当たっては，取り扱う核燃料物質の物理的及

び化学的性状，カドミウム，ほう素等の中性子の吸収効果，酸化物中

の水分濃度等の減速条件及び構造材の反射条件に関し，工程及びユニ

ットの設置環境，使用済燃料の仕様も含めて，それぞれの想定される

状態の変動の範囲において，中性子増倍率が最も大きくなる場合を仮

定し，計算コードの計算誤差も含めて，十分な安全余裕を見込んで設

定する。 

    濃度管理，質量管理及び可溶性中性子吸収材による臨界管理を行う

系統及び機器は，その単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一誤操

作を想定しても，臨界にならない設計とするとともに，臨界管理され



 

ている系統及び機器から単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一誤

操作によって，臨界管理されていない系統及び機器へ核燃料物質が流

入することがないよう設計する。 

 

  (ⅱ) 複数ユニットの臨界安全設計 

    二つ以上の単一ユニットが存在する場合（以下，「複数ユニット」

という。）については，単一ユニット間の適切な配置の維持及び複数

の単一ユニットの間への中性子吸収材のカドミウムの使用並びにこれ

らの組合せにより臨界を防止する設計とする。また，単一ユニット相

互間の中性子相互干渉を考慮し，直接的に計量可能な単一ユニット相

互間の配置，間接的に管理可能な単一ユニット相互間の配置，中性子

遮蔽材の配置及び形状寸法について適切な核的制限値を設定する。 

    核的制限値の設定に当たっては，単一ユニット間の中性子の吸収効

果，減速条件及び反射条件に関し，核燃料物質移動時の核燃料物質の

落下，転倒，接近の可能性も踏まえ，それぞれの想定される変動の範

囲において，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計

算誤差も含めて，十分な安全余裕を見込んで設定する。 

    複数ユニットの核的制限値の維持については，十分な構造強度をも

つ構造材を使用する等適切な対策を講ずる設計とする。 

 

  (ⅲ) その他の臨界安全設計 

    臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機器への液移送

については，誤操作を防止するための施錠管理を行った上で，濃度分

析を伴う回分操作により管理する設計とするが，連続液移送を行う場

合は，放射線検出器により核燃料物質濃度が有意量以下であることを



 

監視する設計とする。 

    設計基準事故として臨界を想定している溶解施設の溶解槽並びに臨

界事故を想定した場合に，従事者に著しい放射線被ばくをもたらすお

それのあるセル及び室の周辺には，臨界の発生を直ちに検知するため

臨界警報装置を設置する。 

    臨界管理上重要な施設である溶解施設の溶解槽は，形状管理，濃度

管理，質量管理等の管理方法の組合せで臨界を防止する設計とし，万

一，臨界が発生した場合においても，可溶性中性子吸収材緊急供給回

路及び可溶性中性子吸収材緊急供給系により，自動で中性子吸収材の

注入による未臨界措置が講じられる設計とする。 

  (２) 放射線の遮蔽に関する構造 

    周辺監視区域外の線量及び放射線業務従事者の線量が，「核原料物

質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限

度等を定める告示（平成27年８月31日原子力規制委員会告示第８

号）」（以下「線量告示」という。）に定められた線量限度を超えな

いことはもとより，公衆の被ばく線量及び放射線業務従事者が立ち入

る場所における線量を合理的に達成できる限り低くするため，以下の

対策を講ずる設計とする。 

  (ⅰ) 平常時の直接線及びスカイシャイン線による周辺監視区域外の線量

及び放射線業務従事者の線量が合理的に達成できる限り低くなるよう，

取り扱う放射性物質の量を考慮し，放射線の遮蔽効果のある機器，洞

道，セル及び建屋の内部に放射性物質を収納し，これらを組み合わせ

る設計とする。 

  (ⅱ) 直接線及びスカイシャイン線による線量は，「発電用軽水型原子炉

施設の安全審査における一般公衆の線量評価について（平成元年３月



 

27日原子力安全委員会了承）」を参考にして評価する。 

  (ⅲ) 開口部又は配管，ダクト等の壁貫通部は，迷路構造，遮蔽材を設置

する等の処理をして放射線を遮蔽する設計とする。 

  (ⅳ) 放射線業務従事者の作業場所への立ち入り頻度及び立ち入り時間を

考慮した遮蔽設計区分を設け，区分ごとの基準線量率を満足する設計

とする。 

  (ⅴ) 遮蔽設計に当たっての線源は，最大処理能力，最大貯蔵量，工程内

で核種の組成や濃度が変化するといった再処理施設の特徴を考慮する

とともに，遮蔽材の形状，材質等を考慮し，遮蔽設計上厳しい条件を

設定した上で，遮蔽計算においては，信頼性のある計算コードを用い

て計算する。 

  (ⅵ) 放射線業務従事者の立入場所における線量を合理的に達成できる限

り低減できるように，放射線業務従事者の作業性等を考慮して，遮蔽，

機器の配置，放射性物質の漏えい防止，換気等，所要の放射線防護上

の措置を合理的に達成可能な限り講ずる。 

  (ⅶ) 運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において，再処理施

設の状態の監視及び必要な操作を行う制御室は，運転員がその場にと

どまっても過度の被ばくを受けない設計とする。 

 

  (３) 使用済燃料等の閉じ込めに関する構造 

    安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若しくは機器に閉じ込

める，又は漏えいした場合においても，セル，グローブボックス及び

これらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」とい

う。）若しくは建屋内に保持し，放射性物質を限定された区域に閉じ

込める設計とする。 



 

    放射性物質を限定された区域に閉じ込めるための機能に係る再処理

施設の設計の基本方針を以下のとおりとする。 

  (ⅰ) 放射性物質を内包する系統及び機器は，溶接構造，異材継手,フラ

ンジ継手及び水封により接続することにより，放射性物質が漏えいし

難い構造とする。また，腐食対策として，取り扱う放射性物質，化学

薬品，圧力及び温度並びに保守及び修理の条件を考慮し，腐食し難い

材料を使用するとともに，腐食しろを確保する設計とする。 

  (ⅱ) プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル廃液を内包する系

統及び機器は，原則として，セル等に収納する設計とする。液体状の

放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床にはステン

レス鋼製の漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質がセル等に漏

えいした場合は，漏えい検知装置により検知し，漏えいの拡大を防止

するとともに，漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送し処

理できる設計とする。 

  (ⅲ) プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，

ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器，セル等並びにこれら

を収納する建屋は，原則として，常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，

原則として，建屋，セル等，系統及び機器の順に気圧が低くなる設計

とする。 

    気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止する

設計とするとともに，洗浄塔，凝縮器，デミスタ，高性能粒子フィル

タ，吸収塔及び吸着塔により，放射性物質を適切に除去した後，主排

気筒から放出する設計とする。 

    設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持，漏えい及び逆流

防止の機能が確保される設計とするとともに，一部の換気系統の機能



 

が損なわれた場合においても，再処理施設全体として気体の閉じ込め

機能を確保する設計とする。 

 

  (４) 火災及び爆発の防止に関する構造 

  (ｉ) 安全機能を有する施設の火災及び爆発の防止 

    安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再処理施設の安全性

が損なわれないよう，火災及び爆発の発生を防止し，早期に火災発生

を感知し消火を行い，かつ，火災及び爆発の影響を軽減するために，

以下の火災防護対策を講ずる設計とする。 

   (ａ) 基本事項 

   (イ) 火災区域及び火災区画の設定 

安全上重要な施設を収納する建屋に，耐火壁によって囲われた火

災区域を設定する。建屋の火災区域は，「 (ロ) 安全上重要な施

設」及び「(ハ) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築

物，系統及び機器」において選定する機器等の配置も考慮して火災

区域を設定する。 

建屋内のうち，火災の影響軽減対策が必要な安全上重要な施設の

安全機能を有する構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又

は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域

は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁(耐火シール，防火戸，

防火ダンパ等）（以下「耐火壁」という。）により隣接する他の火

災区域と分離する。 

屋外の安全上重要な施設を設置する区域については，周囲からの

延焼防止のために火災区域を設定する。 

火災区画は，建屋内で設定した火災区域を，耐火壁，離隔距離及



 

び系統分離状況に応じて分割して設定する。 

再処理施設における火災防護対策に当たっては，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防

護審査基準」という。）及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガ

イド」（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）を参考として

再処理施設の特徴及びその重要度を踏まえた火災防護対策を講ずる

設計とする。 

   (ロ) 安全上重要な施設 

再処理施設は，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止，

遮蔽並びに閉じ込めに係る安全機能が火災又は爆発によって損なわ

れないよう，適切な火災防護対策を講ずる設計とする。 

具体的には，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機

器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な施設の安全機能を有

する構築物，系統及び機器（以下「安重機能を有する機器等」とい

う。）を抽出し，火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災

の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずる設計とする。 

   (ハ) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び

機器 

     安全機能を有する施設のうち，再処理施設において火災が発生し

た場合，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するための構築

物，系統及び機器のうち，「(ロ) 安全上重要な施設」に示す安全

上重要な施設を除いたものを「放射性物質貯蔵等の機器等」として

選定する。 

   (ニ) その他の安全機能を有する施設 

「(ロ) 安全上重要な施設」及び「(ハ) 放射性物質の貯蔵又は閉



 

じ込め機能を有する構築物，系統及び機器」以外の安全機能を有す

る施設を含め再処理施設は，消防法，建築基準法，都市計画法及び

日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対

策を講ずる設計とする。 

   (ホ) 火災防護上の最重要設備 

安全上重要な施設のうち，その重要度と特徴を考慮し最も重要な

以下の設備を火災防護上の最重要設備とし，系統分離対策を講ずる

設計とする。 

   １） プルトニウムを含む溶液又は粉末及び高レベル放射性液体廃棄

物の閉じ込め機能（異常の発生防止機能を有する排気機能）を有す

る気体廃棄物の廃棄施設の排風機 

   ２） 崩壊熱除去機能のうち安全冷却水系の重要度の高いもの，ウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備貯蔵室からの排気系 

   ３） 安全圧縮空気系 

   ４） 上記機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源系統 

   (ヘ) 火災影響評価対象設備 

再処理施設において火災が発生した場合に，安全上重要な施設の

安全機能を確保するために必要な設備のうち，火災影響を受ける設

備を火災影響評価対象設備として選定する。 

   (ト) 火災防護計画 

再処理施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災

防護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体

制，責任の所在，責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確

保，教育訓練，火災防護対策を実施するために必要な手順等につい

て定めるとともに，火災防護対象設備を火災から防護するため，火



 

災の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽減の３

つの深層防護の概念に基づく火災防護対策を行うことについて定め

る。 

重大事故等対処施設については，火災の発生防止，火災の早期感

知及び消火を行うことについて定める。 

その他の再処理施設については，消防法，建築基準法，都市計画

法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災

防護対策を行うことについて定める。 

     外部火災については，安全上重要な施設を外部火災から防護する

ための運用等について定める。 

 

   (ｂ) 火災及び爆発の発生防止 

   (イ) 再処理施設内の火災及び爆発の発生防止 

再処理施設の火災及び爆発の発生防止については，再処理施設で

取り扱う化学薬品等のうち，可燃性物質若しくは熱的に不安定な物

質を使用又は生成する系統及び機器に対する着火源の排除，異常な

温度上昇の防止対策，可燃性物質の漏えい防止対策，可燃性又は熱

的に不安定な物質の混入防止対策を講ずる設計とするとともに，熱

的制限値及び化学的制限値を設ける設計とする。 

また，上記に加え発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれ

らの設備を設置する火災区域又は火災区画に対する火災発生防止対

策を講ずるとともに，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，

発火源に対する対策，水素に対する換気，漏えい検出対策及び接地

対策，放射線分解により発生する水素の蓄積防止対策，電気系統の

過電流による過熱及び焼損の防止対策等を講ずる設計とする。 



 

   (ロ) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等のうち，

主要な構造材，ケーブル，換気設備のフィルタ，保温材及び建屋内

装材は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，

不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，不燃性材

料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材

料」という。）を使用する設計とする。 

また，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該機器等におけ

る火災に起因して，他の機器等において火災が発生することを防止

するための措置を講ずる設計とする。 

放射性物質を内包するグローブボックス等のうち，閉じ込め機能

を喪失することで再処理施設の安全性を損なうおそれのあるものに

ついては，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，パネル

に可燃性材料を使用する場合は，難燃性材料を設置することにより

閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に使用す

るケーブルには，実証試験により延焼性及び自己消火性を確認した

ケーブルを使用する設計とする。 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に使用す

るケーブルのうち，機器の性能上の理由からやむを得ず実証試験に

より延焼性及び自己消火性が確認できないケーブルについては，実

証試験により難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能が

あることを確認した上で使用する設計とする。 

建屋内の変圧器及び遮断器は，絶縁油等の可燃性物質を内包して

いないものを使用する設計とする。 



 

   (ハ) 落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止 

再処理施設において，設計上の考慮を必要とする自然現象は，地

震，津波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火

山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害である。 

これらの自然現象のうち，再処理施設で火災を発生させるおそれ

のある落雷及び地震について，これらの現象によって火災が発生し

ないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計とする。 

落雷による火災の発生を防止するため，避雷設備を設置する設計

とする。重要な構築物は，建築基準法及び消防法の適用を受けない

ものであっても避雷設備を設ける設計とする。 

各々の構築物に設置する避雷設備は，構内接地系と連接すること

により，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布の平

坦化を図る設計とする。 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等は，耐震

重要度分類に応じた地震力が作用した場合においても支持すること

ができる地盤に設置し，自らの破壊又は倒壊による火災の発生を防

止する設計とする。 

 

   (ｃ) 火災の感知，消火 

   (イ) 早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，安重機能を有する機器等及び放

射性物質貯蔵等の機器等に対して，早期の火災感知及び消火を行う

ための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。 

ただし，火災のおそれがない区域又は他の設備により火災発生の

前後において有効に検出できる場合は設置しない。 



 

火災感知設備及び消火設備は，「(ｂ) 火災の発生防止」の「(ハ) 

落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止」で抽出した自然現

象に対して，火災感知及び消火の機能，性能が維持できる設計とす

る。 

火災感知設備及び消火設備については，火災区域及び火災区画に

設置した安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等が

地震による火災を想定する場合においては耐震重要度分類に応じて，

機能を維持できる設計とする。また，消火設備は，破損，誤作動又

は誤操作が起きた場合においても，安全上重要な施設の安全機能及

び放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

   １） 火災感知設備 

火災感知器は，環境条件や火災の性質を考慮して型式を選定し，

固有の信号を発する異なる種類を組み合わせて設置する設計とする。

火災感知設備は，外部電源喪失時においても火災の感知が可能なよ

うに電源を確保し，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室で常時監視できる設計とする。 

   ２） 消火設備 

再処理施設の安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機

器等を設置する火災区域又は火災区画で，火災発生時の煙の充満又

は放射線の影響により消火活動が困難となるところには，固定式消

火設備を設置して消火を行う設計とする。固定式ガス消火設備は，

作動前に従事者等の退出ができるよう警報を発する設計とする。 

また，再処理施設の安全上重要な施設を系統間で分離して設置す

る火災区域又は火災区画の消火に用いる消火設備は，選択弁等の動

的機器の故障によっても系統分離に応じた独立性を備えた設備とす



 

る。 

消火用水供給系は，２時間の最大放水量を確保し，工業用水設備

と兼用する場合は隔離弁を設置し消火水供給を優先する設計とし，

水源及び消火ポンプは多重性又は多様性を有する設計とする。 

また，屋内及び屋外の消火範囲を考慮し消火栓を配置するととも

に，移動式消火設備を配備する設計とする。 

消火設備の消火剤は，想定される火災の性質に応じた十分な容量

を配備し，管理区域で放出した場合に，管理区域外への流出を防止

する設計とする。 

消火設備は，火災の火炎等による直接的な影響，流出流体等によ

る二次的影響を受けず，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯

蔵等の機器等に悪影響を及ぼさないよう設置し，外部電源喪失時の

電源を確保するとともに，中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室に故障警報を発する設計とする。 

また，煙の二次的影響が安全機能を有する構築物，系統及び機器

に悪影響を及ぼす場合は，防火ダンパを設ける設計とする。 

消火設備を設置した場所への移動及び操作を行うため，蓄電池を

内蔵する照明器具を設置する設計とする。 

 

   (ｄ) 火災の影響軽減 

火災の影響軽減については，安全機能を有する施設の重要度に応

じ，それらを設置する火災区域又は火災区画の火災及び隣接する火

災区域又は火災区画における火災による影響を軽減するため，以下

の対策を講ずる設計とする。 

再処理施設の安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機



 

器等を設置する火災区域は，他の火災区域と隣接する場合は，３時

間以上の耐火能力を火災耐久試験により確認した耐火壁によって他

の区域と分離する。 

ただし，再処理施設のセルは，汚染区域を常時負圧にすることで

閉じ込め機能を維持する動的な閉じ込め設計とするため，構成する

耐火壁を貫通する給気側ダクトに防火ダンパを設置し，火災発生時

には防火ダンパを閉止することにより，火災の影響を軽減できる設

計とする。一方，火災区域を貫通するセル排気側ダクトについては，

３時間以上の耐火境界となるように厚さ1.5ｍｍ以上の鋼板ダクト

とする設計とする。 

また，再処理施設における火災防護上の最重要機能であるプルト

ニウムを含む溶液又は粉末及び高レベル放射性液体廃棄物の閉じ込

め機能（異常の発生防止機能を有する排気機能）を有する気体廃棄

物の廃棄施設の排風機，崩壊熱除去機能のうち安全冷却水系の重要

度の高いもの，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備

貯蔵室からの排気系，安全圧縮空気系及びこれらの機能の維持に必

要な支援機能である非常用所内電源系統については，互いに相違す

る系列間の機器及びケーブル並びにこれらに関連する一般系のケー

ブルは，３時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離された設計又

は互いに相違する系列間の水平距離が６ｍ以上あり，かつ，火災感

知設備及び自動消火設備を設置する設計又は１時間の耐火能力を有

する隔壁等で互いの系列間を分離し，かつ，火災感知設備及び自動

消火設備を設置する設計とする。 

ただし，火災の影響軽減のための措置を講ずる設計と同等の設計

として，中央制御室等の制御盤に関しては，不燃性筐体による系統



 

別の分離対策，高感度煙感知器の設置，常駐する当直（運転員）に

よる消火活動等により，上記設計と同等な設計とする。中央制御室

の制御室床下コンクリートピットに関しては，１時間の耐火能力を

有するコンクリートピット構造による分離，火災感知設備並びに中

央制御室からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化物自

動消火設備を設置する設計とする。 

 

   (ｅ) 火災影響評価 

設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量等を基に，想定され

る再処理施設内の火災によって，安全上重要な施設の多重化された

それぞれの系統が同時に機能を損なわないことを，火災影響評価に

て確認する。 

また，再処理施設内の火災によって運転時の異常な過渡変化又は

設計基準事故が発生する場合は，それらに対処するために必要な機

器の単一故障を考慮しても異常状態を収束できる設計とし，火災影

響評価にて確認する。 

 

(５) 耐震構造 

再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行い，「事業指定基準

規則」に適合するように設計する。 

(ⅰ) 安全機能を有する施設は，地震力に対して十分耐えることができ

る構造とする。 

(ⅱ) 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがあ

る安全機能を有する施設の安全機能の喪失及びそれに続く放射線によ

る公衆への影響の観点から，耐震設計上の重要度をＳクラス，Ｂクラ



 

ス及びＣクラスに分類し，それぞれの重要度に応じた地震力に十分耐

えることができるように設計する。 

Ｓクラスの施設：自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に

直接関係しておりその機能喪失により放射性物質

を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質

を外部に放出する可能性のある事態を防止するた

めに必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出

される放射性物質による影響を低減させるために

必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

Ｂクラスの施設：安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合

の影響がＳクラス施設と比べて小さい施設 

Ｃクラスの施設：Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設

以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性

が要求される施設 

(ⅲ) 安全機能を有する施設は，耐震設計上の重要度に応じた地震力が

作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持す

ることができる地盤に設置する。 

(ⅳ) Ｓクラスの施設は，基準地震動による地震力に対してその安全機

能が損なわれるおそれがないように設計する。 

(ⅴ) 基準地震動は，最新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷地及び敷

地周辺の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活動性等の地震学及

び地震工学的知見から想定することが適切なものを選定することと

し，敷地ごとに震源を特定して策定する地震動及び震源を特定せず

策定する地震動について，敷地の解放基盤表面における水平方向及

び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定する。策定した基準地震動



 

の応答スペクトルを第５図に，加速度時刻歴波形を第６図に示す。

解放基盤表面は，敷地地下で著しい高低差がなく，ほぼ水平で相当

な拡がりを有し，著しい風化を受けていない岩盤でＳ波速度がおお

むね0.7ｋｍ／ｓ以上となる標高－70ｍとする。 

また，弾性設計用地震動を以下の通り設定する方針とする。 

(ａ) 地震動設定の条件 

基準地震動との応答スペクトルの比率について，工学的判断とし

て以下を考慮し，Ｓｓ－Ｂ１からＢ５，Ｓｓ－Ｃ１からＣ４に対し

て0.5，Ｓｓ－Ａに対して0.52と設定する。 

(イ) 基準地震動との応答スペクトルの比率は，再処理施設の安全機

能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率に対応し，その値は0.5

程度である。 

(ロ) 弾性設計用地震動は，発電用原子炉施設に関する耐震設計審査

指針（昭和56年７月20日原子力安全委員会決定，平成13年３月29

日一部改訂）に基づく旧申請書における基準地震動Ｓ１の応答ス

ペクトルを概ね下回らないようにする｡ 

(ｂ) 弾性設計用地震動 

震源を特定して策定する地震動（Ｓｓ－Ａ，Ｓｓ－Ｂ１～Ｂ５）

に対応する弾性設計用地震動の最大加速度は水平方向364.0ｃｍ／

ｓ２及び鉛直方向242.8ｃｍ／ｓ２，震源を特定せず策定する地震動

（Ｓｓ－Ｃ１～Ｃ４）に対応する弾性設計用地震動の最大加速度は

水平方向310.0ｃｍ／ｓ２及び鉛直方向160.0ｃｍ／ｓ２である。 

(ⅵ) 地震応答解析による地震力及び静的地震力の算定方針 

(ａ) 地震応答解析による地震力 

以下のとおり，地震応答解析による地震力を算定する方針とする。 



 

(イ) Ｓクラスの施設の地震力の算定方針 

基準地震動及び弾性設計用地震動から定まる入力地震動を用いて，

水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

(ロ) Ｂクラスの施設の地震力の算定方針 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設の影響検討に当た

って，弾性設計用地震動に２分の１を乗じたものから定まる入力地

震動を用いることとし，加えてＳクラスと同様に，水平２方向及び

鉛直方向について適切に組み合わせ，地震力を算定する。 

   (ハ) 入力地震動の設定方針 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動について，解放

基盤表面からの伝播特性を考慮し，必要に応じて，地盤の非線形応

答に関する動的変形特性を考慮する。 

   (ニ) 地震応答解析方法 

     地震応答解析方法については，対象施設の形状，構造特性，振動

特性等を踏まえ，解析手法の適用性，適用限界を考慮のうえ，解析

方法を選定するとともに，調査に基づく解析条件を設定する。また，

対象施設の形状，構造特性等を踏まえたモデル化を行う。 

(ｂ) 静的地震力 

以下のとおり，静的地震力を算定する方針とする。 

(イ) 建物・構築物の水平地震力 

水平地震力について，地震層せん断力係数に，再処理施設の重要

度分類に応じた係数（Ｓクラスは3.0，Ｂクラスは1.5及びＣクラス

は1.0）を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定する。 

ここで，地震層せん断力係数は，標準せん断力係数を0.2以上と

し，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる



 

値とする。 

(ロ) 建物・構築物の保有水平耐力 

保有水平耐力について，必要保有水平耐力を上回るものとし，必

要保有水平耐力については，地震層せん断力係数に乗じる係数を 

1.0，標準せん断力係数を1.0以上として算定する。 

(ハ) 機器・配管系の地震力 

機器・配管系の地震力について，建物・構築物で算定した地震層

せん断力係数に再処理施設の耐震重要度に応じた係数を乗じたもの

を水平震度と見なし，その水平震度と建物・構築物の鉛直震度をそ

れぞれ20％増しとして算定する。 

(ニ) 鉛直地震力 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不

利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力について，震

度0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等

を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定する。 

(ホ) 標準せん断力係数の割増し係数 

標準せん断力係数の割増し係数の適用については，耐震性向上の

観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮し

て設定する。 

 

(ⅶ) 荷重の組合せと許容限界の設定方針 

(ａ) 建物・構築物 

     以下のとおり，建物・構築物の荷重の組合せ及び許容限界を設定

する。 

(イ) 荷重の組合せ 



 

     常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，積

雪荷重及び風荷重と地震力を組み合わせる。 

(ロ) 許容限界 

     Ｓクラスの建物・構築物について，基準地震動による地震力との

組合せにおいては，建物・構築物全体としての変形能力（終局耐力

時の変形）について十分な余裕を有し，終局耐力に対し妥当な安全

余裕を有することとする。なお，終局耐力は，建物・構築物に対す

る荷重又は応力が漸次増大し，その変形又はひずみが著しく増加す

るに至る限界の最大荷重負荷とする。Ｓクラス，Ｂクラス及びＣク

ラスの施設を有する建物・構築物について，基準地震動以外の地震

動による地震力又は静的地震力との組合せにおいては，地震力に対

しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，建

築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力

度を許容限界とする。 

(ｂ) 機器・配管系 

     以下のとおり，機器・配管系の荷重の組合せ及び許容限界を設定

する方針とする。 

(イ) 荷重の組合せ 

     運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時

に生じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重と地震力を組み合わせ

る。 

(ロ) 許容限界 

Ｓクラスの機器・配管系について，基準地震動による地震力との

組合せにおいては，破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に

要求される機能に影響を及ぼすことがないものとする。なお，地震



 

時又は地震後の機器・配管系の動的機能要求については，実証試験

等により確認されている機能維持加速度等を許容限界とする。Ｓク

ラス，Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系について，基準地震動

以外の地震動による地震力又は静的地震力との組合せによる影響評

価においては，応答が全体的に概ね弾性状態に留まることを許容限

界とする。 

  (ⅷ) 波及的影響に係る設計方針 

    耐震重要施設は，以下のとおり，耐震重要度分類の下位のクラスに

属する施設の波及的影響によって，その安全機能を損なわないように

設計する。 

(ａ) 敷地全体を網羅した調査及び検討の内容を含めて，以下に示す

４つの観点について，波及的影響の評価に係る事象選定を行う。 

(イ) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等

沈下による影響 

(ロ) 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影 

 響 

(ハ) 建屋内における下位のクラスの施設の損傷，転倒，落下による

耐震重要施設への影響 

(ニ) 建屋外における下位のクラスの施設の損傷，転倒，落下による

耐震重要施設への影響 

(ｂ) 各観点より選定した事象に対して波及的影響の評価を行い，波

及的影響を考慮すべき施設を摘出する。 

(ｃ) 波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる

地震動又は地震力を適用する。 

(ｄ) これら４つの観点以外に追加すべきものがないかを，原子力発



 

電所の地震被害情報をもとに確認し，新たな検討事象が抽出され

た場合には，その観点を追加する。 

(ⅸ) 耐震重要施設の周辺斜面は，基準地震動による地震力に対して，

耐震重要施設に影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれがないもの

とする。 

  (ⅹ) 重大事故等対処施設の耐震設計 

    重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の耐震設計に

おける動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事

故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等における運転状態及び重大

事故等時の状態で施設に作用する荷重を考慮し，適用する地震力に対

して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな

いことを目的として，以下の項目に従って耐震設計を行う。 

   (ａ) 重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等

に対処するために必要な機能および設置状態を踏まえて，以下の設

備分類に応じて設計する。 

   (イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備 

     常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基

準事故に対処するための設備が有する機能を代替するもの 

   (ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

    常設重大事故等対処設備であって，上記(イ)以外のもの 

   (ｂ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施

設は，基準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。建物・

構築物については，構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変

形）について十分な余裕を有し，建物・構築物の終局耐力に対して



 

妥当な安全余裕を有するように設計する。機器・配管系については，

その施設に要求される機能を保持するように設計し，塑性ひずみが

生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性

限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼ

さないように設計する。 

   (ｃ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設は，代替する機能を有する安全機

能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震

力に十分に耐えることができるように設計する。なお，Ｂクラス施

設の機能を代替する常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重

大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設のうち，共振の

おそれのある施設については，弾性設計用地震動に2分の1を乗じた

地震動によりその影響についての検討を行う。建物・構築物及び機

器・配管系ともに，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる

範囲で耐えられるように設計する。建物・構築物については，発生

する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及

び基準による許容応力度を許容限界とする。機器・配管系について

は，発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留

まるように設計する。 

     また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処

設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分

類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえて，当該設

備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類

し，その地震力に対し十分に耐えることができるように設計する。 

   (ｄ) 重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平２方向及び鉛



 

直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 

   (ｅ) 重大事故等対処施設の周辺斜面は，基準地震動による地震力に対

して，重大事故等の対処に必要な機能へ影響を及ぼすような崩壊を

起こすおそれがないものとする。 

   (ｆ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施

設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施

設，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，その重大事

故等に対処するために必要な機能を損なわれるおそれがないように

設計する。 

 

  (６) 耐津波構造 

設計上考慮する津波から防護する施設は，再処理施設の位置，構造

及び設備の基準に関する規則（以下「事業指定基準規則」という。）

の解釈別記３に基づき安全機能を有する施設のうち耐震重要施設及び

重大事故等対処施設とし，これらの施設は大きな影響を及ぼすおそれ

がある津波に対して必要な機能が損なわれないものとする。 

耐震重要施設，重大事故等対処施設のうち常設重大事故等対処設備

を設置する敷地及び可搬型重大事故等対処設備を保管する敷地は，標

高約50ｍから約55ｍ及び海岸からの距離約４ｋｍから約５ｋｍの地点

に位置しており，断層のすべり量が既往知見を大きく上回る波源を想

定した場合でも，より厳しい評価となるように設定した標高40ｍの敷

地高さへ津波が到達する可能性はなく，また，低レベル廃液処理建屋

及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋から導かれ，汀線部から沖合約

３ｋｍまで敷設する海洋放出管は，低レベル廃液処理建屋及び使用済



 

燃料受入れ・貯蔵管理建屋が標高約55ｍの敷地に設置することから，

海洋放出管の経路からこれらの建屋に津波が流入するおそれはない。 

したがって，津波によって，耐震重要施設の安全機能及び重大事故

等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるお

それはないことから，津波防護施設等を設ける必要はない。 

 

  (７) その他の主要な構造 

    再処理施設は，(１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造，(２) 放

射線の遮蔽に関する構造，(３) 使用済燃料等の閉じ込めに関する構

造， (４ ) 火災及び爆発の防止に関する構造， (５ ) 耐震構造及び  

(６) 耐津波構造に加え以下の基本方針に基づき安全設計を行う。 

  (ⅰ) 安全機能を有する施設 

    再処理施設のうち，安全機能を有する構築物，系統及び機器を，安

全機能を有する施設とする。 

    また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又

は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時

に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，

放射性物質又は放射線が再処理施設を設置する工場等外へ放出される

ことを抑制し又は防止する構築物，系統及び機器から構成される施設

を，安全上重要な施設とする。 

    再処理施設は，使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵，

処理時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇を防止する設計とする。 

旧申請書からの使用済燃料の仕様の変更により，放射性物質の量及

び崩壊熱密度が低減する。一方，安全設計及び設計基準事故の評価等

においては，変更前の使用済燃料の仕様の方が安全側の評価となる。



 

よって，安全設計及び設計基準事故の評価等に用いる使用済燃料の仕

様のうち冷却期間については，旧申請書で示した再処理施設に受け入

れるまでの冷却期間を１年以上，せん断処理するまでの冷却期間を４

年以上の条件を用いる。 

 

  (ａ) 外部からの衝撃による損傷の防止 

     安全機能を有する施設は，再処理施設敷地の自然環境を基に想定

される洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，

火山の影響，生物学的事象，森林火災等の自然現象（地震及び津波

を除く。）又は地震及び津波を含む組合せに遭遇した場合において，

自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として当該施設

で生じ得る環境条件においても安全機能を損なわない設計とする。 

     なお，再処理施設敷地で想定される自然現象のうち，洪水，地滑

り及び津波については，立地的要因により設計上考慮する必要はな

い。 

     上記に加え，安全上重要な施設は，最新の科学的技術的知見を踏

まえ，当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると

想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及

び設計基準事故時に生ずる応力を，それぞれの因果関係及び時間的

変化を考慮して適切に組み合わせる。 

     また，安全機能を有する施設は，再処理施設敷地内又はその周辺

の状況を基に想定される飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆

発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害等のう

ち再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象で

あって人為によるもの（故意によるものを除く。以下，「人為事



 

象」という。）に対して安全機能を損なわない設計とする。 

     なお，再処理施設敷地又はその周辺において想定される人為事象

のうち，ダムの崩壊及び船舶の衝突については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

     自然現象及び人為事象（故意によるものを除く。）の組合せにつ

いては，地震，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，火山の影響，

生物学的事象，森林火災等を考慮する。事象が単独で発生した場合

の影響と比較して，複数の事象が重畳することで影響が増長される

組合せを特定し，その組合せの影響に対しても安全機能を損なわな

い設計とする。 

     ここで，想定される自然現象及び人為事象（故意によるものを除

く。）に対して，安全機能を有する施設が安全機能を損なわないた

めに必要な安全機能を有する施設以外の施設又は設備等（重大事故

等対処設備を含む。）への措置を含める。 

   (イ) 竜  巻 

安全機能を有する施設は，想定される竜巻が発生した場合におい

ても，作用する設計荷重に対してその安全機能を損なわない設計と

する。 

竜巻に対する防護設計を行うための設計竜巻の最大風速は100 

ｍ／ｓとし，設計荷重は，設計竜巻による風圧力による荷重，気圧

差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重並

びに安全機能を有する施設に常時作用する荷重，運転時荷重及びそ

の他竜巻以外の自然現象による荷重等を適切に組み合わせたものと

して設定する。 

     安全機能を有する施設の安全機能を損なわないようにするため，



 

安全機能を有する施設に影響を及ぼす飛来物の発生防止対策として，

飛来物となる可能性のあるもののうち，運動エネルギ及び貫通力の

大きさを踏まえ，設計上考慮すべき飛来物（以下「設計飛来物」と

いう。）を設定する。飛来物となり得る資機材及び車両のうち，竜

巻防護対策によって防護できない可能性のあるものは，固縛，建屋

収納，退避又は撤去を実施する。 

     また，敷地外から飛来するおそれがあり，かつ敷地内からの飛来

物による衝撃荷重を上回ると想定されるものがある場合は，設計飛

来物としての考慮の要否を検討する。 

     竜巻に対する防護設計においては，機械的強度を有する建物によ

り保護する，竜巻防護対策設備を設置すること等により，安全機能

を有する施設が安全機能を損なわない設計とする，若しくは竜巻に

よる損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合

わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

   (ロ) 外部火災 

     安全機能を有する施設は，想定される外部火災において，最も厳

しい火災が発生した場合においても，その安全機能を損なわない設

計とする。 

     外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」

（平成25年６月19日 原規技発第13061912号 原子力規制委員会決

定）を参考として，森林火災，近隣の工場，石油コンビナート等特

別防災区域，危険物貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施設（以下「近隣工場

等」という。）の火災及び爆発並びに航空機墜落による火災を対象



 

とする。 

     自然現象として想定される森林火災については，敷地への延焼防

止を目的として，再処理施設の敷地周辺の植生を確認し，作成した

植生データ及び敷地の気象条件等を基に解析によって求めた最大火

線強度（9,128ｋＷ／ｍ）から算出される防火帯（幅25ｍ以上）を

敷地内に設ける。 

     防火帯は延焼防止機能を損なわない設計とし，防火帯内には原則

として可燃物となるものは設置しない。可燃物を設置する場合には，

延焼防止機能を損なわないよう不燃性シートで覆う等の対策を実施

する。 

     また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，

離隔距離の確保等により，安全機能を有する施設の安全機能を損な

わない設計とする。 

     人為事象として想定される近隣工場等の火災及び爆発，敷地内に

存在する屋外の危険物タンク及び可燃性ガスボンベの火災及び爆発

の影響については，離隔距離の確保等により，安全機能を有する施

設の安全機能を損なわない設計とする。 

     航空機落下による火災については，対象航空機が安全機能を有す

る施設を収納する建屋等の直近に墜落する火災を想定し，火炎から

の輻射強度の影響により，建屋外壁等の温度上昇を考慮した場合に

おいても，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とす

る，若しくはその火災による損傷を考慮して，代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわ

ない設計とする。また，熱影響により安全機能を有する施設の安全



 

機能を損なうおそれがある場合には，耐火被覆又は遮熱板等の対策

を講ずることにより安全機能を損なわない設計とする。 

     外部火災の二次的影響であるばい煙による影響については，建屋

換気設備等に適切な防護対策を講じることで，安全機能を有する施

設の安全機能を損なわない設計とする。また，有毒ガスによる影響

については，運転員の作業環境を確保するため制御建屋の中央制御

室内空気を再循環する設計とし，居住性に影響を及ぼさない設計と

する。 

 

   (ハ) 航空機落下 

     再処理施設の上空には三沢特別管制区があり，南方向約10ｋｍの

位置には三沢対地訓練区域がある。三沢対地訓練区域で対地射爆撃

訓練飛行中の航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，当

区域で多くの訓練飛行が行われているという立地地点固有の社会環

境等を配慮し，仮に訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想

定したときに，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与える

おそれのある施設は，航空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空

機による衝撃荷重に対して健全性が確保できる堅固な建物・構築物

で適切に保護する等，安全確保上支障がないように設計する。建

物・構築物の防護設計においては，余裕を考慮し，航空機総重量20

ｔ,速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重を用いる。 

     上記の防護設計を踏まえ，「実用発電用原子炉施設への航空機落

下確率の評価基準について（内規）（平成１４・０７・２９原院第

４号）」等に基づき，再処理施設への航空機落下確率を評価した結

果，防護設計の要否判断基準を超えないことから，追加の防護設計



 

は必要ない。 

 

   (ニ) 落雷 

     安全機能を有する施設は，想定される落雷が発生した場合におい

て安全機能を損なわない設計とする。また，落雷によってもたらさ

れる影響及び再処理施設の特徴を考慮して耐雷設計を行う。 

     再処理施設の建物及び構築物は広範囲に分散して設置されており，

かつ，建屋間には，配管，ケーブルを収納する洞道が設置され，各

施設の監視及び制御を制御建屋で集中的に実施するという特徴を踏

まえ，直撃雷による再処理施設への影響及び間接雷による雷サージ

による影響のそれぞれを考慮して耐雷設計を行う。 

     耐雷設計においては，再処理施設が立地する地域の気候，敷地及

び敷地周辺で過去に観測された落雷データを踏まえ，設計上考慮す

る最大の落雷規模を設定する。敷地及び敷地周辺で観測された過去

最大の落雷規模は，全国雷観測ネットワーク（ＪＬＤＮ：Ｊａｐａ

ｎｅｓｅ ＬｉｇｈｔｎｉｎｇＤｅｔｅｃｔｉｏｎ Ｎｅｔｗｏｒ

ｋ）の観測記録によると211ｋＡであるが，耐雷設計においては観

測値に安全余裕を見込んで，想定する落雷の規模を270ｋＡとする。 

     落雷と同時に発生することが想定される自然現象については，そ

の衝撃の組合せを適切に考慮する。 

     直撃雷に対する耐雷設計として，安全機能を有する施設には，原

子力発電所の耐雷指針（ＪＥＡＧ4608），建築基準法及び消防法に

基づき，日本産業規格に準拠した避雷設備を設置するとともに，避

雷設備を構内接地系と連接することで，接地抵抗の低減及び雷撃に

伴う構内接地系の電位分布の平坦化を図る。 



 

     また，間接雷による雷サージを抑制する設計については，270ｋ

Ａの雷撃電流の落雷に対して，安全機能を有する施設の安全機能を

損なわない設計とする，若しくは落雷による損傷を考慮して，代替

設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修

理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安

全機能を損なわない設計とする。 

 

   (ホ) 火山の影響 

     安全機能を有する施設は，再処理施設の運用期間中において再処

理施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した層厚

55ｃｍ，密度1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状態）の降下火砕物に対し，以

下のような設計とすることにより降下火砕物による直接的影響に対

して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間

で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，そ

の安全機能を損なわない設計とする。 

   １） 構造物への静的負荷に対して安全余裕を有する設計とすること 

   ２） 構造物への粒子の衝突に対して影響を受けない設計とすること 

   ３） 換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械

的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い設計とすること 

   ４） 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対

する機械的影響（磨耗）に対して磨耗し難い設計とすること 

   ５） 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対

する化学的影響（腐食）に対して短期での腐食が発生しない設計と

すること 



 

   ６） 敷地周辺の大気汚染に対して制御建屋中央制御室換気設備は降

下火砕物が侵入し難く，さらに外気を遮断できる設計とすること 

   ７） 電気系及び計測制御系の絶縁低下に対して，換気設備は降下火

砕物が侵入し難い設計とすること 

   ８） 降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物

の除去や換気設備外気取入口のフィルタの交換又は清掃並びに換気

設備の停止又は循環運転の実施により安全機能を損なわない設計と

すること 

     さらに，降下火砕物による間接的影響である７日間の外部電源喪

失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，再

処理施設の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続で

きるようにすることにより安全機能を損なわない設計とする。 

 

   (ヘ) 竜巻，落雷，森林火災及び火山の影響以外の自然現象 

   １） 風（台風） 

     安全機能を有する施設は，風（台風）に対し，安全機能を有する

施設の安全機能の確保若しくは風（台風）による損傷を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間

で修理等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，

その安全機能を損なわない設計とする。 

   ２） 凍結 

     安全機能を有する施設は，凍結に対し，安全機能を有する施設の

安全機能の確保若しくは凍結による損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対

応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機



 

能を損なわない設計とする。 

   ３） 高温 

     安全機能を有する施設は，高温に対し，安全機能を有する施設の

安全機能の確保若しくは高温による損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対

応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機

能を損なわない設計とする。 

   ４） 降水 

     安全機能を有する施設は，降水による浸水に対し，安全機能を有

する施設の安全機能の確保若しくは降水による損傷を考慮して，代

替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で

修理等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，

その安全機能を損なわない設計とする。 

   ５） 積雪 

     安全機能を有する施設は，積雪による荷重及び閉塞に対し，安全

機能を有する施設の安全機能の確保若しくは積雪による損傷を考慮

して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間で修理等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせる

ことで，その安全機能を損なわない設計とする。 

   ６） 生物学的事象 

     安全機能を有する施設は，生物学的事象として敷地周辺の生物の

生息状況の調査に基づいて鳥類，昆虫類，小動物，魚類，底生生物

及び藻類の再処理施設への侵入を防止又は抑制することにより,安

全機能を損なわない設計とする。 

   ７） 塩害 



 

     一般に大気中の塩分量は，平野部で海岸から200ｍ付近までは多

く，数百ｍの付近で激減する傾向がある。再処理施設は海岸から約

５ｋｍ離れており，塩害の影響は小さいと考えられるが，換気設備

の建屋給気ユニットへの粒子フィルタの設置，直接外気を取り込む

施設の防食処理，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は受電開

閉設備の絶縁性の維持対策により，安全機能を有する施設が安全機

能を損なわない設計とする。 

 

   (ト) 異種の自然現象の重畳及び自然現象と設計基準事故の組合せ 

     安全上重要な施設は，最新の科学的技術的知見を踏まえ，当該安

全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自

然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事

故時に生ずる応力を，それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮し

て適切に組み合わせる。 

 

   (チ) 航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の人為による事象 

   １） 有毒ガス 

     安全機能を有する施設は，再処理事業所内および再処理事業所周

辺で発生する有毒ガスに対して安全機能を損なわない設計とする。 

     再処理施設は，想定される有毒ガスの発生に対し，制御建屋中央

制御室換気設備により，中央制御室の居住性を損なわない設計とす

る。 

   ２） 電磁的障害 

     計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するため

に必要な計測制御設備及び安全保護回路は，日本産業規格に基づい



 

たノイズ対策を行うとともに，電気的及び物理的な独立性を持たせ

ることにより，安全機能を損なわない設計とする。安全上重要な施

設以外の計測制御設備については，その機能の喪失を考慮して代替

設備により必要な機能を確保すること，代替設備による機能の確保

ができない場合は当該機能を必要とする運転を停止すること，安全

上支障の生じない期間に修理を行うこと又はそれらを組み合わせる

ことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

   ３） 敷地内における化学物質の漏えい 

     安全機能を有する施設は,想定される敷地内における化学物質の

漏えいに対し,安全機能を損なわない設計とする。 

     安全機能を有する施設は,想定される敷地内における化学物質の

漏えいに対し,制御建屋中央制御室換気設備により,中央制御室の居

住性を損なわない設計とする。 

 

   (ｂ) 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 

   (イ) 安全機能を有する施設 

     再処理施設への人の不法な侵入等並びに核燃料物質等の不法な移

動又は妨害破壊行為を核物質防護対策として防止するため，区域の

設定，人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁

等の障壁による防護，巡視，監視，出入口での身分確認及び施錠管

理を行うことができる設計とする。 

     核物質防護上の措置が必要な区域については，接近管理及び出入

管理を効果的に行うため，探知施設を設け，警報，映像等を集中監

視することができる設計とするとともに，核物質防護措置に係る関

係機関との通信及び連絡を行うことができる設計とする。 



 

     また，再処理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他

人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込

み（郵便物等による敷地外からの爆発物及び有害物質の持込みを含

む。）を核物質防護対策として防止するため，持込み点検を行うこ

とができる設計とする。 

     さらに，不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を核物質防

護対策として防止するため，情報システムが電気通信回線を通じた

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受けることがないよ

うに，当該情報システムに対する外部からの不正アクセスを遮断す

ることができる設計とする。 

他施設と共用する場合は，共用によって安全性を損なわない設計

とする。 

   (ロ) 重大事故等対処施設 

     再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する対策は(イ) 安

全機能を有する施設における対策と同様のため，(イ) 安全機能を

有する施設を参照。 

   

   (ｃ) 溢水による損傷の防止 

   (イ) 溢水による損傷の防止に関する設計方針 

     安全機能を有する施設は，再処理施設が溢水の影響を受ける場合

においても，その安全機能を確保するために，溢水に対して安全機

能を損なわない方針とする。 

     ここで，安全機能を有する施設のうち，再処理施設内部で想定さ

れる溢水に対して，冷却，水素掃気，火災，爆発の防止，臨界防止

等の安全機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設



 

備」という。）として，安全評価上機能を期待する安全上重要な機

能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，これら設備が，没水，

被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計（多

重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設

計）とする。そのために，溢水防護に係る設計時に再処理施設内に

おいて発生が想定される溢水の影響を評価（以下「溢水評価」とい

う。）する。 

     溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を

主として想定する。また，溢水評価に当たっては，溢水防護区画を

設定し，溢水評価がより厳しい結果を与えるように溢水経路を設定

する。 

   １） 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じ

る溢水 

   ２） 再処理施設内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止の

ために設置される系統からの放水による溢水 

   ３） 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水（燃料貯蔵プー

ル・ピット等のスロッシングにより発生する溢水を含む。） 

 

     溢水評価に当たっては，溢水防護対象設備の機能喪失高さ（溢水

の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがあ

る高さ）及び溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置

状況を踏まえ，評価条件を設定する。 

     溢水評価において，溢水影響を軽減するための壁，堰，扉等の溢

水防護設備については，必要により保守点検等の運用を適切に実施

することにより，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計と



 

する。 

 

   (ｄ) 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 

     安全機能を有する施設は，再処理施設内が化学薬品の漏えいの影

響を受ける場合においても，その安全機能を確保するために，化学

薬品の漏えいに対して安全機能を損なわない方針とする。 

     ここで，安全機能を有する施設のうち，再処理施設内部で想定さ

れる化学薬品の漏えいに対して，冷却，水素掃気，火災，爆発の防

止，臨界防止等の安全機能を維持するために必要な設備（以下「化

学薬品防護対象設備」という。）として，安全評価上機能を期待す

る安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，これ

らの設備が，没水，被水及び蒸気の影響評価手法等を参考に，漏え

いした化学薬品の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計

（多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわな

い設計）とする。そのために，化学薬品の漏えい防護に係る設計時

に再処理施設内において発生が想定される化学薬品の漏えいの影響

を評価（以下「化学薬品の漏えい評価」という。）する。 

     また，これらの設計に当たり，防護対象設備の安全機能が短時 

間で損なわれるおそれのある化学薬品を設定する。 

     化学薬品の漏えい評価では，化学薬品の漏えい源として発生要因

別に分類した以下の化学薬品の漏えいを主として想定する。また，

化学薬品の漏えい評価に当たっては，化学薬品防護対象設備を設置

する区画（以下「化学薬品防護区画」という。）を設定し，化学薬

品の漏えい評価がより厳しい結果を与えるように化学薬品の漏えい

経路を設定する。 



 

   １） 化学薬品の漏えいの影響を評価するために想定する機器の破損

等により生じる化学薬品の漏えい 

   ２） 再処理施設内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止の

ために設置される系統からの消火剤の放出による化学薬品の漏えい 

   ３） 地震に起因する機器の破損等により生じる化学薬品の漏えい 

 

     化学薬品の漏えい評価に当たっては，化学薬品防護対象設備の機

能喪失高さ（化学薬品の漏えいの影響を受けて，化学薬品防護対象

設備の安全機能を損なうおそれがある高さ）及び化学薬品防護区画

を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，評価条件を

設定する。 

     化学薬品の漏えい評価において，「(ｃ) 溢水による損傷の防

止」において評価上期待する，化学薬品の漏えいの影響を軽減する

ための壁，堰，扉等の溢水防護設備については，化学薬品の影響を

受けたとしてもその影響を軽減する機能が損なわれない設計にする

とともに，必要により保守点検等の運用を適切に実施することによ

り，化学薬品防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (ｅ) 誤操作の防止 

安全機能を有する施設は，運転員による誤操作を防止するため，

機器，弁等に対して色分けや銘板取り付け等による識別管理を行う

とともに，人間工学上の諸因子，操作性及び保守点検を考慮した盤

の配置，再処理施設の状態が正確かつ迅速に把握できる計器表示，

警報表示する設計とする。また，運転時の異常な過渡変化又は設計

基準事故の発生後，ある時間までは，運転員の操作を期待しなくて



 

も必要な安全上の機能が確保される設計とする。 

また，安全上重要な施設は，運転時の異常な過渡変化又は設計基

準事故が発生した状況下（混乱した状態等）であっても，容易に操

作ができるよう，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の制御盤や現場の機器，弁等に対して，誤操作を防

止するための措置を講ずることにより，簡単な手順によって必要な

操作が行える等の運転員に与える負荷を少なくすることができる設

計とする。 

 

   (ｆ) 安全避難通路等 

     再処理施設には，その位置を明確かつ恒久的に表示することによ

り容易に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場合

においても機能を損なわない避難用照明を設ける設計とする。 

     設計基準事故が発生した場合において，昼夜及び場所を問わず，

再処理施設内で事故対策のための作業が可能となるよう，避難用照

明とは別に作業用照明を設ける設計とする。設計基準事故に対処す

るために，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室には，作業用照明として運転保安灯，直流非常灯又は蓄電

池内蔵型照明を設置し，運転保安灯は非常用母線，直流非常灯は非

常用蓄電池に接続し，非常用ディーゼル発電機からも電力を供給で

きる設計とするとともに，蓄電池内蔵型照明は非常用母線に接続し，

内蔵蓄電池を備える設計とする。また，現場作業の緊急性との関連

において，仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には，可搬型照

明を活用する設計とする。 

これらの設計においては，設計基準において想定する事故に対し



 

て再処理施設の安全性が損なわれない（安全機能を有する施設が安

全機能を損なわない。）ために必要な重大事故等対処施設，設備等

への措置を含める。 

 

   (ｇ) 安全機能を有する施設 

   (イ) 安全機能を有する施設の設計方針 

     再処理施設のうち，安全機能を有する構築物，系統及び機器を安

全機能を有する施設とする。 

     また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆

又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事

故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止する

ため，放射性物質又は放射線が再処理施設を設置する工場等外へ放

出されることを抑制し又は防止する構築物，系統及び機器から構成

される施設を，安全上重要な施設とする。 

     安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その

機能が確保されたものとするとともに，以下の設計を満足するもの

とする。 

   １） 安全機能を有する施設のうち，安全上重要な系統及び機器につ

いては，それらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても，所定

の安全機能を果たし得るように多重性又は多様性を有する設計とす

る。 

     ただし，単一故障を仮定しても，安全上支障のない期間内に運転

員等による原因の除去又は修理が期待できる場合は，多重化又は多

様化の配慮をしなくてもよいものとする。 

   ２） 安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に



 

至るまでの間に想定される圧力，温度，湿度，放射線量等各種の環

境条件において，その安全機能を発揮することができる設計とする。 

   ３） 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，

その安全機能の重要度に応じ，再処理施設の運転中又は停止中に検

査又は試験ができる設計とする。 

   ４） 安全機能を有する施設は，その安全機能を健全に維持するため

の適切な保守及び修理ができる設計とする。 

   ５） 安全機能を有する施設は，再処理施設内におけるポンプその他

の機器又は配管の損壊に伴う飛散物によって，その安全機能を損な

わない設計とする。 

     内部発生飛散物とは，ガス爆発，重量機器の落下等によって発生

する飛散物をいう。なお，二次的飛散物，火災，化学反応，電気的

損傷，配管の損傷，機器の故障等の二次的影響も考慮するものとす

る。 

     安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物から防護する施設

（以下，「内部発生飛散物防護対象設備」という。）としては，安

全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出

する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，内部

発生飛散物により冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，臨界の防止

等の安全機能を損なわないよう内部発生飛散物の発生を防止するこ

とにより，安全機能を損なわない設計とする。 

     その他の安全機能を有する施設については，内部発生飛散物に対

して機能を維持すること若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮

して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない

期間での修復を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることによ



 

り，その安全機能を損なわない設計とする。 

   ６） 安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，ＭＯＸ燃料加

工施設等と共用するものは，共用によって再処理施設の安全性を損

なうことのない設計とする。 

 

   (ｈ) 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止 

     安全機能を有する施設は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故を選定し，解析及び評価を実施することにより，運転時の異常

な過渡変化時においては，温度，圧力，流量その他の再処理施設の

状態を示す事項を安全設計上許容される範囲内に維持できる設計と

する。また，設計基準事故時においては，工場等周辺の公衆に放射

線障害を及ぼさない設計とする。 

 

   (ｉ) 使用済燃料の貯蔵施設等 

     使用済燃料輸送容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に

収納される使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，使用済燃料を

受け入れ，又は貯蔵するために必要な容量を有する設計とする。 

     また，使用済燃料の冷却のための適切な措置を講ずる設計とする。 

     ウラン酸化物貯蔵建屋及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋に収納される製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するために必要な容

量を有する設計とする。 

     また，製品の冷却のための適切な措置を講ずる設計とする。 

     各施設に対する冷却に係る設計方針については，以下のとおりで

ある。 

     使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設のうち，燃料取出しピット，



 

燃料仮置きピット，燃料移送水路，燃料貯蔵プール，チャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン取扱ピット及び送出しピットについて

は，１系統で必要な崩壊熱除去機能を有するプール水冷却系を２系

統設ける設計とする。また，使用済燃料を取り出すまでの間，使用

済燃料輸送容器（以下「キャスク」という｡）を保管する使用済燃

料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気の流路を確保し，キ

ャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自然冷却により除去し，

構造物の健全性を維持できる設計とする。 

     製品貯蔵施設のうち，ウラン酸化物貯蔵設備は，崩壊熱除去のた

めの常時冷却は不要であり，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，多重化された排風機で強制冷却することにより，必要な崩

壊熱除去を行う設計とする。 

 

  (ｊ) 計測制御系統施設 

再処理施設には，安全機能を有する施設の健全性を確保するため

に必要なパラメータを制御，監視及び記録するために，計測制御系

統施設を設ける設計とする。 

計測制御系統施設は，再処理施設の運転時，停止時及び運転時の

異常な過渡変化時において，安全機能を有する施設の健全性を確保

するために必要なパラメータを想定される範囲内に制御できるとと

もに，想定される範囲内で監視できる設計とする。 

設計基準事故が発生した場合の状況を把握し，及び対策を講ずる

ために必要なパラメータは，設計基準事故時に想定される環境下に

おいて十分な測定範囲及び期間にわたり監視できる設計とする。 

設計基準事故時に状況を把握し，対策を講ずるために必要なパラ



 

メータは，設計基準事故時においても確実に記録され，及び当該記

録が保存される設計とする。 

 

   (ｋ) 安全保護回路 

安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発

生した場合において，これらの異常な状態を検知し，これらの核的，

熱的及び化学的制限値を超えないようにするための設備及び火災，

爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたと

きに，これらを抑制し，又は防止するための設備の作動を速やかに，

かつ，自動で開始させる設計とする。 

計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合であって，

単一故障が生じた場合においても，当該安全保護回路の安全保護機

能が失われない設計とする。 

 

   (ｌ) 制御室等 

   １） 通常運転時 

再処理施設の運転の状態を集中的に監視及び制御するため，制御

建屋に中央制御室を設けるほか，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設ける。 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

には，再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監

視及び制御し，再処理施設の安全性を確保するために必要な操作を

手動により行うことができるよう，主要な警報装置及び計測制御系

統設備を備える設計とする。 

再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等については，



 

再処理施設の外の状況を把握するための監視カメラ，気象観測設備

及び公的機関から気象情報を入手できる設備等を設置し，中央制御

室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において把

握できる設計とする。 

分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施設の健全性

を確保するために計測制御系統施設で監視が要求されるパラメータ

を連続的に監視するための設備及び再処理施設の安全性を確保する

ために必要な操作を手動により行うことができる設備を設ける設計

とする。 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，

これらに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が制御室に出入

りするための区域は，設計基準事故が発生した場合に再処理施設の

安全性を確保するための措置をとれるよう，運転員その他の従事者

が支障なく入ることができる設計とする。また，運転員その他の従

事者が，中央制御室内並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内に一定期間とどまり，必要な操作を行う際に過度の被ば

くを受けないよう，適切な遮蔽を設ける設計とする。 

さらに，中央制御室内並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室内に運転員その他の従事者がとどまれるよう，気体状の

放射性物質及び火災又は爆発により発生する有毒ガスに対する換気

設備の隔離その他の適切に防護するための措置に必要な設備を設け

る設計とする。 

２） 重大事故等時 

  重大事故等が発生した場合においても，制御室にとどまる実施

組織要員の実効線量が7日間で100ｍＳｖを超えず，当該重大事故



 

等に対処するために適切な措置が講じられるよう，実施組織要員

が制御室にとどまるために必要な重大事故等対処施設を設ける設

計とする。 

    各重大事故が発生した場合において，制御室にとどまり必要

な操作及び措置を行う実施組織要員及びＭＯＸ燃料加工施設か

ら中央制御室に移動する要員がとどまるために必要な重大事故

等対処施設（以下，制御室の重大事故等対処施設とする。）を

設置及び保管する。 

制御室の重大事故等対処施設は，「居住性を確保するための設

備」，「汚染の持ち込みを防止するための設備」及び「通信連絡

設備及び情報把握計装設備」で構成する。 

 

   (ｍ) 廃棄施設 

     周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射

性物質の海洋放出に起因する線量を十分に低減できるよう，再処理

施設の設計の基本方針を以下のとおりとする。 

   (イ) 気体廃棄物の廃棄施設 

     各施設の塔槽類等から発生する廃ガス及びセル等内の雰囲気中か

ら環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くする

よう，放射性物質の性状，濃度等に応じて，廃ガス洗浄塔，高性能

粒子フィルタ等で洗浄，ろ過等の処理をした後，十分な拡散効果の

期待できる排気筒から監視しながら放出する設計とする。 

   (ロ) 液体廃棄物の廃棄施設 

     周辺環境に放出する放射性液体廃棄物による公衆の線量を，合理

的に達成できる限り低くするよう，廃液の放射性物質の性状，濃度



 

等に応じてろ過，脱塩，蒸発処理を行い，放射性物質の量及び濃度

を確認した上で，十分な拡散効果を有する海洋放出口から海洋に放

出する設計とする。 

   (ハ) 平常時の線量評価 

     平常時における再処理施設からの放射性物質の放出に起因する線

量の計算に当たっては，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気

象指針（昭和57年１月28日原子力安全委員会決定）」を適用し，

「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価

について（平成元年３月27日原子力安全委員会了承）」を参考とす

るとともに，適切な解析モデル及びパラメータの値を用いて評価す

ることで，公衆の線量が合理的に達成できる限り低くなっているこ

とを確認する。 

 

   (ｎ) 保管廃棄施設 

     保管廃棄施設の設計に係る基本方針を以下のとおりとする。 

     ガラス固化体貯蔵設備及び低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，放射

性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有する設計とする。 

     また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体の冷却のための適

切な措置を講ずる設計とする。 

 

  (ｏ) 放射線管理施設 

     再処理事業所には，放射線から放射線業務従事者及び管理区域に

一時的に立ち入る者（以下「放射線業務従事者等」という。）を防

護するため，放射線業務従事者の出入管理，汚染管理，除染等を行

う放射線管理施設を設け，放射線被ばくを監視及び管理する設計と



 

する。また，放射線管理に必要な情報として管理区域における空間

線量，空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密

度を，中央制御室及びその他該当情報を伝達する必要がある場所に

表示できる設備（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を

設ける設計とする。 

 

   (ｐ) 監視設備 

     再処理施設の運転時，停止時，運転時の異常な過渡変化時及び設

計基準事故時において，当該再処理施設及びその境界付近における

放射性物質の濃度及び線量を監視，測定し，並びに設計基準事故時

における迅速な対応のために必要な情報を中央制御室その他当該情

報を伝達する必要がある場所に表示できる設備（安全機能を有する

施設に属するものに限る。）を設ける設計とする。 

     モニタリングポスト及びダストモニタは，非常用所内電源系統に

接続し，電源復旧までの期間，電源を供給できる設計とする。さら

に，モニタリングポスト及びダストモニタは，専用の無停電電源装

置を有し，電源切替時の短時間の停電時に電源を供給できる設計と

する。 

     また，モニタリングポスト及びダストモニタから測定したデータ

の伝送は，モニタリングポスト及びダストモニタを設置する場所か

ら中央制御室及び緊急時対策所間において有線系回線及び無線系回

線により多様性を有し，指示値は中央制御室で監視，記録を行うこ

とができる設計とする。また，緊急時対策所でも監視することがで

きる設計とする。モニタリングポスト及びダストモニタは，その測

定値が設定値以上に上昇した場合，直ちに中央制御室に警報を発信



 

する設計とする。 

     重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される

放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果

を記録するために必要な重大事故等対処施設を設置及び保管する。 

     重大事故等が発生した場合に敷地内において，風向，風速その他

の気象条件を測定し，及びその結果を記録するために必要な重大事

故等対処施設を設置及び保管する。 

重大事故等が発生し，モニタリングポスト及びダストモニタの給

電が喪失した場合に，代替電源から給電するために必要な重大事故

等対処施設を設置及び保管する。 

     監視測定設備は，放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設備，

風向，風速その他の気象条件の測定に用いる設備及びモニタリング

ポスト等の電源回復又は機能回復設備で構成する。 

 

   (ｑ) 保安電源設備 

再処理施設は，安全上重要な施設がその機能を維持するために必要

となる電力を当該安全上重要な施設に供給するため，電力系統に連

系した設計とする。 

また，再処理施設には，非常用電源設備（安全機能を有する施設

に属するものに限る。）を設ける設計とする。 

     再処理施設の保安電源設備（安全機能を有する施設へ電力を供給

するための設備をいう。）は，再処理施設内開閉所の外の電力系統

（以下「電線路」という。）及び非常用電源設備から安全機能を有

する施設への電力の供給が停止することがないよう，送電線，変圧

器，母線等に保護継電器を設置し，電気系統の機器の短絡，地絡，



 

母線の低電圧，過電流等を感知した場合は，ガス絶縁開閉装置ある

いはメタルクラッド開閉装置等の遮断器により故障箇所を隔離する

ことによって，故障による影響を局所化できるとともに，他の安全

機能への影響を限定できる設計とする。 

     また，外部電源に直接接続している受電変圧器一次側において３

相のうちの１相の電路の開放が生じた場合，安全機能を有する施設

への電力の供給が不安定になったことを検知し，故障箇所の隔離又

は非常用母線の接続変更その他の異常の拡大を防止する対策（手動

操作による対策を含む。）を行うことによって，安全機能を有する

施設への電力の供給が停止することのないように，電力供給の安定

性を回復できる設計とする。 

     再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも２回線は，電力系

統と非常用所内電源系統とを接続する外部電源系統を２つ以上設け

る設計とすることにより，当該再処理施設において受電可能な設計

とし，かつ，それにより当該再処理施設を電力系統に連系する設計

とする。 

再処理施設の非常用電源設備及びその附属設備（非常用所内電源

設備（非常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池等）及び安全上重要

な施設への電力供給設備（非常用メタルクラッド開閉装置，ケーブ

ル等））は，多重性を確保し，及び独立性を確保し，その系統を構

成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっても，運転時

の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において安全上重要な施設

及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するため

に７日間の外部電源喪失を仮定しても，非常用ディーゼル発電機の

連続運転により電力を供給できる設計とし，非常用ディーゼル発電



 

機の燃料を貯蔵する燃料貯蔵設備（耐震Ｓクラス）は，７日分の連

続運転に必要な容量以上の燃料を事業所内に貯蔵できる設計とする。 

 

   (ｒ) 緊急時対策所 

   (イ) 設計基準対象の施設 

     再処理施設には，設計基準事故が発生した場合に，適切な措置を

とるため，緊急時対策所を制御室以外の場所に設ける設計とする。 

     緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する設計とし，共用

によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

   (ロ) 重大事故等対処施設 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重

大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることが

できるよう，居住性を確保するための設備及び電源設備を設置する。 

緊急時対策所には，重大事故等に対処するために必要な指示がで

きるよう，必要な情報を把握できる設備を設置する。 

緊急時対策所には，再処理施設の内外の通信連絡をする必要のあ

る場所と通信連絡を行うために必要な設備を設置又は保管する。 

緊急時対策建屋の重大事故等対処設備は，居住性を確保するため

の設備，重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関

わる設備及び電源設備で構成する。 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な数の非常時

対策組織の要員を収容できる設計とする。 

 

   (s) 通信連絡設備 

     通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内データ伝送



 

設備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備から構成する。 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，再処

理事業所内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の連

絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声等により行

うことができる設備として，警報装置及び多様性を確保した所内通

信連絡設備を設置又は保管する設計とする。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送で

きる設備として，所内データ伝送設備を設ける設計とする。 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，国，

地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故に係る通信連絡

を音声等により行うことができる設備として，所外通信連絡設備を

設置又は保管する設計とする。 

また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対策支援システム

（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できる設備として，所外データ

伝送設備を設ける設計とする。 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備については，有線回線，

無線回線又は衛星回線による通信方式の多様性を確保した構成の専

用通信回線に接続し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用

可能な設計とする。 

これらの通信連絡設備については，非常用所内電源系統（無停電

電源を含む。）に接続することにより，外部電源が期待できない場

合でも動作可能な設計とする。 

再処理事業所には，重大事故等が発生した場合において再処理事

業所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

に必要な設備（代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）か



 

らの給電を可能とした設備）を設ける設計とする。 

 

  (ⅱ) 重大事故等対処施設 

重大事故等対処については放射性物質の量，発熱量等に基づいた対

策の優先順位，対処の手順等の検討が重要となるため，現実的な使用

済燃料の冷却期間として，再処理施設に受け入れるまでの冷却期間を

概ね12年，せん断処理するまでの冷却期間を15年とし，設計する。 

    再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合に

おいて，重大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発生し

た場合においても，重大事故の拡大を防止するため，及び工場等外へ

の放射性物質の異常な水準の放出を防止するために，必要な措置を講

じた設計とする。 

    重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件を考慮した

上で期待する機能が発揮できる設計とする。また，重大事故等対処設

備が機能を発揮するために必要な系統（供給源から供給先まで，経路

を含む）で構成する。 

    重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要

件（重大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，同じ敷

地内に設置するＭＯＸ燃料加工施設と共用することにより安全性が向

上し，かつ，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に悪影響を及ぼさな

い場合には共用できる設計とする。重大事故等対処設備を共用する場

合には，ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等への対処を考慮した容量を

確保する。また，同時に発生するＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等に

よる環境条件の影響について考慮する。 

 



 

   (ｂ) 重大事故等対処設備 

   (イ) 多様性，位置的分散，悪影響防止等 

   １） 多様性，位置的分散 

     共通要因としては，環境条件，自然現象，敷地又はその周辺にお

いて想定する再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれの

ある事象であって人為によるもの（以下「外部人為事象」とい

う。），溢水，化学薬品漏えい，火災及び「八、再処理施設におい

て核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合に

おける当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関す

る事項」の「ハ．重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常

な過渡変化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故に対処するた

めに必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及

び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果」の

「（３） 有効性評価」の「(ⅰ) 重大事故等の対処に係る有効性評価

の基本的な考え方」の「（ａ） 設計上の定める条件より厳しい条件

の設定及び重大事故の想定箇所の特定」に記載する設計基準より厳

しい条件の要因となる事象を考慮する。 

     共通要因のうち環境条件については，想定される重大事故等が発

生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件を考

慮する。 

     共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風（台風），竜巻，

凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せについては，

地震，風（台風），積雪及び火山の影響を考慮する。 

     共通要因のうち外部人為事象として，航空機落下，有毒ガス，敷



 

地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及

び爆発を選定する。故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムについては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じること

とする。 

共通要因のうち「八、再処理施設において核燃料物質が臨界状態

になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処す

るために必要な施設及び体制の整備に関する事項」の「ハ．重大事

故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故を除く。）又は重大事故に対処するために必要な施設及び体制

並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うため

に設定した条件及びその評価の結果」の「（３） 有効性評価」の

「(ⅰ) 重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え方」の

「（ａ） 設計上の定める条件より厳しい条件の設定及び重大事故の

想定箇所の特定」に記載する設計基準より厳しい条件の要因となる

事象については，外的事象として地震，火山の影響（降下火砕物に

よる積載荷重，フィルタの目詰まり等），森林火災，草原火災，干

ばつ，積雪及び湖若しくは川の水位降下を考慮する。また，内的事

象として動的機器の多重故障，長時間の全交流動力電源の喪失及び

配管の全周破断を考慮する。 

     主要な重大事故等対処施設である前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化

建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，非常用電源建屋，

主排気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊

急時対策建屋及び洞道（以下「建屋等」という。）については，地

震，津波，火災及び外部からの衝撃による損傷を防止できる設計と



 

する。 

 

   ⅰ） 常設重大事故等対処設備 

     常設重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備

の安全機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，

位置的分散を考慮して適切な措置を講ずる設計とする。 

     環境条件に対して常設重大事故等対処設備は，想定される重大事

故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用

条件において，その機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故

等時の環境条件における健全性については，「（ハ） 環境条件等」

に記載する。 

     常設重大事故等対処設備は，「四、再処理施設の位置，構造及び

設備並びに再処理施設の方法」の「Ａ．再処理施設の位置，構造及

び設備」の「イ．再処理施設の位置」の「（１） 敷地の面積及び形

状」に基づく地盤に設置するとともに地震，津波及び火災に対して

常設重大事故等対処設備は，「四、再処理施設の位置，構造及び設

備並びに再処理施設の方法」の「Ａ．再処理施設の位置，構造及び

設備」の「ロ．再処理施設の一般構造」の「（５） 耐震構造」，

「（６） 耐津波構造」及び「（４） 火災及び爆発の防止に関する構

造」の「(ⅱ) 重大事故等対処施設の火災及び爆発防止」に基づく設

計とする。外的事象を要因とする重大事故等に対処する常設重大事

故等対処設備は,「（ホ） 地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とする。火災，溢水及び化学薬品漏え

いに対して「（ハ） 環境条件等」に記載する設計とする。地震，津



 

波，溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して常設重大事故等対処設

備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，可能な限り位置的分散を図る。 

     自然現象及び外部人為事象に対して常設重大事故等対処設備は，

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内に

おける化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発

に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等に設

置する。ただし，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と

兼用する常設重大事故等対処設備は，竜巻，落雷，火山の影響及び

航空機落下に対して，設計基準事故に対処するための設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故

に対処するための設備と位置的分散を図った可搬型重大事故等対処

設備により必要な機能を確保する。 

     落雷に対して全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事

故等に対処する常設重大事故等対処設備は，直撃雷及び間接雷を考

慮した設計を行う。直撃雷に対して，当該設備は当該設備自体が構

内接地網と連接した避雷設備を有する設計とする又は構内接地網と

連接した避雷設備を有する建屋等に設置する。間接雷に対して，当

該設備は雷サージによる影響を軽減できる設計とする。 

     常設重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を考

慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制できる設計とする。 

     設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外的事象のうち地震

に対して常設重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能と同時にその機能が損なわれないようにするため，



 

位置的分散を図った設計とする。設計基準より厳しい条件の要因と

なる事象の内的事象のうち配管の全周破断に対して常設重大事故等

対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時

にその機能が損なわれないようにするため，可能な限り位置的分散

を図る。設計基準より厳しい条件の要因となる事象の内的事象のう

ち長時間の全交流動力電源の喪失については，設計基準事故に対処

するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，設計基準事故に対処するための設備と多様性及び位置的

分散を図った可搬型重大事故等対処設備により必要な機能を確保す

る。 

 

   ⅱ） 可搬型重大事故等対処設備 

     可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設

備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処する

ために必要な機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，

独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講ずる設計とする。 

     また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然 

現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，設計基

準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置その他

の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に

保管する設計とする。 

     環境条件に対して可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使

用条件において，その機能を確実に発揮できる設計とする。重大事



 

故等時の環境条件における健全性については，「（ハ） 環境条件

等」に記載する。 

     可搬型重大事故等対処設備は，「四、再処理施設の位置，構造及

び設備並びに再処理施設の方法」の「Ａ．再処理施設の位置，構造

及び設備」の「イ．再処理施設の位置」の「（１） 敷地の面積及び

形状」に基づく地盤に設置された建屋等に保管するとともに屋外に

保管する可搬型重大事故等対処設備は，転倒しないことを確認する，

又は必要により固縛等の処置をするとともに，「四、再処理施設の

位置，構造及び設備並びに再処理施設の方法」の「Ａ．再処理施設

の位置，構造及び設備」の「ロ．再処理施設の一般構造」の「（５） 

耐震構造」の地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，

地中埋設構造物の損壊等により必要な機能を喪失しない複数の保管

場所に分散して保管する設計とする。地震に対して可搬型重大事故

等対処設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の

措置を講ずる。外的事象を要因とする重大事故等に対処する可搬型

重大事故等対処設備は,「（ホ） 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とする。津波に対して可搬型重

大事故等対処設備は，「四、再処理施設の位置，構造及び設備並び

に再処理施設の方法」の「Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備」

の「ロ．再処理施設の一般構造」の「（６） 耐津波構造」に基づく

津波による損傷を防止した設計とする。火災に対して可搬型重大事

故等対処設備は,「（ヘ） 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に

対する防護方針」に基づく火災防護を行う。火災，溢水及び化学薬

品漏えいに対して「（ハ） 環境条件等」に記載する設計とする。地



 

震，津波，溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して可搬型重大事故

等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は

常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能

と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能な限り位置

的分散を図る。 

     自然現象及び外部人為事象に対して可搬型重大事故等対処設備は，

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内に

おける化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発

に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等に保

管する，若しくは設計基準事故に対処するための設備の安全機能又

は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機

能と同時に可搬型重大事故等対処設備の重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわれるおそれがないよう，位置的分散を図り，

防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する設計とする。 

     可搬型重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類，小動物及び水生植

物の付着又は侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制でき

る設計とする。 

     故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して可搬型

重大事故等対処設備は，可能な限り設計基準事故に対処するための

設備及び重大事故等対処設備の配置を考慮した上で常設重大事故等

対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。また，外部保管

エリアに保管する可搬型重大事故等対処設備は，当該設備がその機

能を代替する設計基準事故に対処するための設備及び常設重大事故

等対処設備を設置する建屋等から 100ｍ以上の離隔距離を確保した



 

上で複数個所に分散して保管する設計とする。 

     設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外的事象のうち地震

に対して可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するた

めの設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれないようにす

るため，位置的分散を図った設計とする。設計基準より厳しい条件

の要因となる事象の内的事象のうち配管の全周破断に対して可搬型

重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全

機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時にその機能が損なわれないようにするため，可能な

限り位置的分散を図る。設計基準より厳しい条件の要因となる事象

の内的事象のうち長時間の全交流動力電源の喪失については，設計

基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，設計基準事故に対処するための設備と多

様性及び位置的分散を図った設計とする。 

 

   ⅲ） 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口 

     建屋等の外から水，空気又は電力を供給する可搬型重大事故等対

処設備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，それぞれ互いに異なる複数の場

所に設置する設計とする。 

     環境条件に対して接続口は，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，そ

の機能を確実に発揮できる設計とするとともに，建屋等内の適切に

離隔した隣接しない位置に複数箇所設置する。重大事故等時の環境



 

条件における健全性については，「（ハ） 環境条件等」に記載する。 

     接続口は，「四、再処理施設の位置，構造及び設備並びに再処理

施設の方法」の「Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備」の「イ．

再処理施設の位置」の「（１） 敷地の面積及び形状」に基づく地盤

に設置する建屋等内に複数箇所設置する。地震及び津波に対して接

続口は，「四、再処理施設の位置，構造及び設備並びに再処理施設

の方法」の「Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備」の「ロ．再処

理施設の一般構造」の「（５） 耐震構造」及び「（６） 耐津波構

造」に基づく津波による損傷を防止した設計とする。外的事象を要

因とする重大事故等の対処に用いる接続口は,「（ホ） 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。

火災に対して接続口は, 「四、再処理施設の位置，構造及び設備並

びに再処理施設の方法」の「Ａ．再処理施設の位置，構造及び設

備」の「ロ．再処理施設の一般構造」の「（４） 火災及び爆発の防

止に関する構造」の「(ⅱ) 重大事故等対処施設の火災及び爆発防

止」に基づく設計とする。火災，溢水及び化学薬品漏えいに対して

「（ハ） 環境条件等」に記載する設計とする。地震，津波，溢水，

化学薬品漏えい及び火災に対して建屋の外から水，空気又は電力を

供給する可搬型重大事故等対処設備と常設設備との接続口は，地震，

津波，溢水，化学薬品漏えい及び火災によって接続することができ

なくなることを防止するため，それぞれ互いに異なる複数の場所に

設置する設計とする。 

     自然現象及び外部人為事象に対して接続口は，風（台風），竜巻，

凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏



 

えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して，建屋等内

の適切に離隔した隣接しない位置に複数箇所設置する。 

     接続口は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を考慮し，これら生物

の侵入を防止又は抑制する設計を講じた建屋等に設置する。 

     設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外的事象のうち地震

に対して接続口は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能

と同時にその機能が損なわれないようにするため，位置的分散を図

った設計とする。設計基準より厳しい条件の要因となる事象の内的

事象のうち長時間の全交流動力電源の喪失及び配管の全周破断に対

して接続口は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同

時にその機能が損なわれないようにするため，位置的分散を図る。 

     また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合には，

それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とす

る。 

 

   ２） 悪影響防止 

     重大事故等対処設備は，再処理施設内の他の設備（安全機能を有

する施設，当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設及びＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等対処設備を

含む。）に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

     他の設備への影響としては，重大事故等対処設備使用時及び待機

時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びに内部発生飛散物

による影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

     系統的な影響について重大事故等対処設備は，弁等の操作によっ



 

て安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対

処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生前（通常時）

の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備から独立して

単独で使用可能なこと，安全機能を有する施設として使用する場合

と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用すること等により，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

     また，可搬型放水砲については，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化

建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への放水により，当該設備の

使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

     内部発生飛散物による影響については，高速回転機器の破損を想

定し，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

     風（台風）及び竜巻による影響を考慮する重大事故等対処設備は，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に設置又は保

管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする，又は風

荷重を考慮し，必要により当該設備の転倒防止，固縛の措置をとる

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

   (ロ) 個数及び容量等 

   １） 常設重大事故等対処設備 

     常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束におい

て，想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事故等時に



 

必要な目的を果たすために，事故対応手段としての系統設計を行う。

重大事故等の収束は，これらの系統と可搬型重大事故等対処設備の

組合せにより達成する。 

     「容量等」とは，タンク容量，伝熱容量，発電機容量，計装設備

の計測範囲及び作動信号の設定値とする。 

     常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施設の系統及び

機器を使用するものについては，安全機能を有する施設の容量等の

仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分である

ことを確認した上で，安全機能を有する施設としての容量等と同仕

様の設計とする。 

     常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的

として設置する系統及び機器を使用するものについては，系統の目

的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

     常設重大事故等対処設備のうち，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する

常設重大事故等対処設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に

おける重大事故等の対処に必要となる容量等を有する設計とする。 

 

   ２） 可搬型重大事故等対処設備 

     可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束にお

いて，想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応手段と

しての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合

せ又はこれらの系統と常設重大事故等対処設備の組合せにより達成

する。 

     「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，ボンベ

容量，計測器の計測範囲とする。 



 

     可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量等

を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，予

備を含めた保有数を確保する。 

     可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用することで，

設置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に要求される可

能性がある複数の機能に必要な容量等を合わせた設計とし，兼用で

きる設計とする。 

     可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要な個数

（必要数）に加え，予備として故障時のバックアップ及び点検保守

による待機除外時のバックアップを合わせて必要数以上確保する。

また，再処理施設の特徴である同時に複数の建屋に対し対処を行う

こと及び対処の制限時間等を考慮して，建屋内及び建屋近傍で対処

するものについては，複数の敷設ルートに対してそれぞれ必要数を

確保するとともに，建屋内に保管するホースについては１本以上の

予備を含めた個数を必要数として確保する。 

     可搬型重大事故等対処設備のうち，臨界事故，冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固，放射線分解により発生する水素による爆発，有機溶

媒等による火災又は爆発，使用済燃料貯蔵槽等の冷却機能等の喪失

に対処する設備は，安全上重要な施設の安全機能の喪失を想定し，

その範囲が系統で機能喪失する重大事故等については，当該系統の

範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する。

また，安全上重要な施設以外の施設の機器で発生するおそれがある

場合についても同様とする。 

     可搬型重大事故等対処設備のうち，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る可搬型重大事故等対処設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施



 

設における重大事故等の対処に必要となる容量等を有する設計とす

る。 

 

   (ハ) 環境条件等 

   １） 環境条件 

     重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，その機

能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）及び保管場

所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な設

計とする。 

     重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度

（環境温度，使用温度），放射線，荷重に加えて，その他の使用条

件として環境圧力，湿度による影響，重大事故等時に汽水を供給す

る系統への影響，自然現象による影響，外部人為事象の影響及び周

辺機器等からの悪影響を考慮する。 

     荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に

加えて，環境温度，環境圧力及び自然現象による荷重を考慮する。

また，同時又は連鎖して発生を想定する重大事故等としては，冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素によ

る爆発を考慮する。系統的な影響を受ける範囲において互いの事象

による環境温度及び環境圧力の影響を考慮する。 

     自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺で

の発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や

事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風



 

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の

組合せについては，地震，風（台風），積雪及び火山の影響を考慮

する。 

     外部人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周

辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速

度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事

故等対処設備に影響を与えるおそれのある事象として，電磁的障害

を選定する。 

     重大事故等の要因となるおそれとなる「八、再処理施設において

核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合にお

ける当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する

事項」の「ハ．重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な

過渡変化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故に対処するため

に必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び

影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果」の

「（３） 有効性評価」の「(ⅰ) 重大事故等の対処に係る有効性評価

の基本的な考え方」の「（ａ） 設計上の定める条件より厳しい条件

の設定及び重大事故の想定箇所の特定」に記載する設計基準より厳

しい条件の要因となる事象を環境条件として考慮する。具体的には，

外的事象として，地震，火山の影響（降下火砕物による積載荷重，

フィルタの目詰まり等），森林火災，草原火災，干ばつ，積雪及び

湖若しくは川の水位降下を考慮する。また，内的事象として，動的

機器の多重故障，長時間の全交流動力電源の喪失及び配管の全周破

断を考慮する。 



 

     周辺機器等からの悪影響としては，地震，火災，溢水及び化学薬

品漏えいによる波及的影響を考慮する。 

 

   ⅰ） 常設重大事故等対処設備 

     常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，そ

の機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）に応じ

た耐環境性を有する設計とする。放射線分解により発生する水素に

よる爆発発生及びＴＢＰ等の錯体による急激な分解反応発生を想定

する貯槽等については，瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響によ

り必要な機能を損なわない設計とする。使用済燃料貯蔵槽における

燃料損傷防止に係る対処の重大事故等対処設備は，重大事故等時に

おける使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮した設計と

する。同時に発生を想定する冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放

射線分解により発生する水素による爆発に対して常設重大事故等対

処設備は，系統的な影響を受ける範囲において互いの事象による環

境温度及び環境圧力に対して，機能を損なわない設計とする。 

     重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を

通水するコンクリート構造物については，腐食を考慮した設計とす

る。 

     常設重大事故等対処設備の操作は，制御建屋の中央制御室，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は設置場所で可能な設

計とする。 

     地震に対して常設重大事故等対処設備は，「四、再処理施設の位

置，構造及び設備並びに再処理施設の方法」の「Ａ．再処理施設の



 

位置，構造及び設備」の「ロ．再処理施設の一般構造」の「（５） 

耐震構造」に記載する地震力による荷重を考慮して，機能を損なわ

ない設計とする。常設重大事故等対処設備のうち外的事象を要因と

する重大事故等に対する常設重大事故等対処設備は,「（ホ） 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす

る。 

     降水及び凍結に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，防水対

策及び凍結対策により機能を損なわない設計とする。 

     自然現象に対して安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

を内的事象による重大事故等の対処に用いる常設重大事故等対処設

備とするものについては，当該設備が地震，竜巻，落雷及び火山の

影響により機能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間での修復の対応を行うこと又は

これらを適切に組み合わせることにより，その機能を確保する。加

えて，上記機能が確保できない場合に備え，再処理工程を停止する

ための手順を整備する。 

     電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，重大事故等時に

おいても電磁波により機能を損なわない設計とする。 

     周辺機器等からの悪影響について，地震に対して常設重大事故等

対処設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって機能

を損なわない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転

倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒

防止，固縛の措置を行う。想定する溢水量に対して常設重大事故等

対処設備は，機能を損なわない位置への設置，被水防護を行う。火

災に対して常設重大事故等対処設備は，「四、再処理施設の位置，



 

構造及び設備並びに再処理施設の方法」の「Ａ．再処理施設の位置，

構造及び設備」の「ロ．再処理施設の一般構造」の「（４） 火災及

び爆発の防止に関する構造」の「(ⅱ) 重大事故等対処施設の火災及

び爆発防止」に基づく設計とする。また，化学薬品漏えいに対して

屋内の常設重大事故等対処設備は，想定される化学薬品漏えいによ

り機能を損なわないよう，化学薬品漏えい量を考慮した位置への設

置，被液防護を行う。ただし，安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢水，薬品漏え

い及び火災に対して，これら事象による損傷を考慮して，代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復

の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせることにより，そ

の機能を確保する。加えて，上記機能が確保できない場合に備え，

再処理工程を停止するための手順を整備する。 

     設計基準より厳しい条件の要因となる事象のうち，配管の全周破

断に対して常設重大事故等対処設備は，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計

とする。 

 

   ⅱ） 可搬型重大事故等対処設備 

     可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）及び

保管場所に応じた耐環境性を有する設計とする。使用済燃料貯蔵槽

における燃料損傷防止に係る対処の重大事故等対処設備は，重大事

故等時における使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮し



 

た設計とする。 

     重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を

通水する又は尾駮沼で使用する可搬型重大事故等対処設備は，耐腐

食性材料を使用する設計とする。使用時に汽水を通水する可搬型重

大事故等対処設備は，汽水の影響を考慮した設計とする。また，尾

駮沼から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

     可搬型重大事故等対処設備の操作は，設置場所で可能な設計とす

る。 

     地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設備

の落下防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる。また，外的事象を要

因とする重大事故等に対する可搬型重大事故等対処設備は,「（ホ） 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とする。 

     風（台風）及び竜巻による荷重に対して可搬型重大事故等対処設

備は，風荷重を考慮すること又は位置的分散を考慮した設置若しく

は保管により，機能を損なわない設計とする。 

     降水及び凍結に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，防水

対策及び凍結対策により機能を損なわない設計とする。 

     電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時

においても電磁波により機能を損なわない設計とする。 

     周辺機器等からの悪影響について，地震に対して可搬型重大事故

等対処設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって機

能を損なわない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，

転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転

倒防止，固縛の措置を行う。想定する溢水量に対して可搬型重大事



 

故等対処設備は，機能を損なわない位置への設置，被水防護を行う。

火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「（ヘ） 可搬型重大事

故等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行

う。また，化学薬品漏えいに対して屋内の可搬型重大事故等対処設

備は，想定される化学薬品漏えいにより機能を損なわないよう，化

学薬品漏えい量を考慮した位置への設置，被液防護を行う。 

     設計基準より厳しい条件の要因となる事象のうち，配管の全周破

断に対して可搬型重大事故等対処設備は，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない場

所に保管する。 

 

   ２） 重大事故等対処設備の設置場所 

     重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作及び復旧作業に支障がないように，線量率の高くなる

おそれの少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等

により当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受け

ない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又

は遮蔽設備を有する中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室並びに緊急時対策所で操作可能な設計とする。 

 

   ３） 可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

     可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線

量率の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場

所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，



 

遮蔽設備を有する中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室並びに緊急時対策所で操作可能な設計により，当該設備

の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

 

   (ニ) 操作性及び試験・検査性 

   １） 操作性の確保 

   ⅰ） 操作の確実性 

     重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作を確実なものとするため，重大事故等時の環境条件を

考慮し，操作が可能な設計とする。 

     操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，

確実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，

防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配

備する。 

     現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる

工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計とする。工

具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

とする。可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよ

う，人力又は車両等による運搬，移動ができるとともに，必要によ

り設置場所にてアウトリガの張出し又は輪留めによる固定等が可能

な設計とする。 

     現場の操作スイッチは非常時対策組織要員の操作性を考慮した設

計とする。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出し

た充電部への近接防止を考慮した設計とする。 

     現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計とす



 

る。 

     現場での接続操作は，ボルト･ネジ接続，フランジ接続又はより

簡便な接続方式等，接続方式を統一することにより，確実に接続が

可能な設計とする。 

     現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には識

別表示を設置する。 

     また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器

は，必要な時間内に操作できるように中央制御室での操作が可能な

設計とする。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員の操作性を考

慮した設計とする。 

     想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のう

ち動的機器については，その作動状態の確認が可能な設計とする。 

 

   ⅱ） 系統の切替性 

     重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機能を有する施設と

しての用途等）以外の用途として重大事故等に対処するために使用

する設備は，通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能な

ように，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

 

   ⅲ） 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性 

     可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，

容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用すること

ができるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方

式を用い，配管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び

温度に応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式を用いるととも



 

に，複数の系統に対して接続部の規格の統一を考慮する。 

 

   ⅳ） 再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保 

     想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故

等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，再

処理施設内の道路及び通路が確保できるよう以下の設計とする。 

     屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然現象，外部人為

事象，溢水，化学薬品の漏えい及び火災を考慮しても，運搬，移動

に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセス

ルートを確保する。 

     屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象については，重大

事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，屋外アクセ

スルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の

観点から，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む），洪水，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象

及び森林火災を選定する。 

     屋外及び屋内アクセスルートに対する外部人為事象については，

重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，屋外ア

クセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれのある事

象として選定する航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質

の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船

舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対

して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とす



 

る。 

     なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突については立地的要因に

より設計上考慮する必要はない。落雷及び電磁的障害に対しては，

道路面が直接影響を受けることはないことからアクセスルートへの

影響はない。生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，ア

クセスルートへの影響はない。 

     屋外のアクセスルートは，「四、再処理施設の位置，構造及び設

備並びに再処理施設の方法」の「Ａ．再処理施設の位置，構造及び

設備」の「ロ．再処理施設の一般構造」の「（５） 耐震構造」にて

考慮する地震の影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道

路面のすべり），その他自然現象による影響（風（台風）及び竜巻

による飛来物，積雪並びに火山の影響）を想定し，複数のアクセス

ルートの中から状況を確認し，早急に復旧可能なアクセスルートを

確保するため，障害物を除去可能なホイールローダを３台使用する。  

     屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び

降水に対しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影

響を受けない箇所に確保する設計とする。 

     敷地外水源の取水場所及び当該場所への屋外アクセスルートに遡

上するおそれのある津波に対しては，津波警報の解除後に対応を開

始する又は非常時対策組織要員及び可搬型重大事故等対処設備の一

時的に退避する手順を整備する。 

     屋外アクセスルートは，「四、再処理施設の位置，構造及び設備

並びに再処理施設の方法」の「Ａ．再処理施設の位置，構造及び設

備」の「ロ．再処理施設の一般構造」の「（５） 耐震構造」にて考

慮する地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊



 

土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイールローダによ

り崩壊箇所を復旧する又は迂回路を確保する。また，不等沈下等に

伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策を行う

設計とし，ホイールローダにより復旧する。 

     屋内アクセスルートは，自然現象及び外部人為事象として選定す

る風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，爆発，敷地内におけ

る化学物質の漏えい，近隣工場等の火災，有毒ガス及び電磁的障害

に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に

確保する設計とする。 

 

   ２） 試験・検査性 

     重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，再処理

施設の運転中又は停止中に必要な箇所の点検保守，試験又は検査を

実施できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確認，分解点

検等ができる構造とする。また，接近性を考慮して必要な空間等を

備え，構造上接近又は検査が困難である箇所を極力少なくする。 

     試験及び検査は，法令要求対象に対する法定検査に加え，維持活

動としての点検（日常の運転管理の活用を含む）が実施可能な設計

とする。 

     再処理施設の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は，再

処理施設の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，定期的な試験又

は検査ができる設計とする。また，多様性又は多重性を備えた系統

及び機器にあっては，各々が独立して試験又は検査ができる設計と

する。 



 

     構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則

として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計とし，機

能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することに

より，分解・開放が不要なものについては外観の確認が可能な設計

とする。 

 

   (ホ) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計 

   １） 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計の基本方針 

     基準地震動を超える地震に対して機能維持が必要な施設について

は，重大事故等対処施設及び安全機能を有する施設の耐震設計にお

ける設計方針を踏襲し，基準地震動の 1.2 倍の地震力に対して必要

な機能が損なわれるおそれがないことを目的として，以下のとおり

耐震設計を行う。 

   ⅰ） 選定において基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮する設備は，

基準地震動を 1.2 倍した地震力に対して，必要な機能が損なわれる

ことによって重大事故等の発生のおそれがないように設計する。 

   ⅱ） 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対

処設備は，基準地震動を 1.2 倍した地震力に対して，重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計す

る。 

 

   (ヘ) 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針 

     可搬型重大事故等対処設備は，「再処理施設の位置，構造及び設

備の基準に関する規則」の第33条第３項第６号にて，共通要因によ

って設計基準事故に対処するための安全機能又は常設重大事故等対



 

処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれること

がないことを求められている。 

     再処理施設の可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護

方針を以下に示す。 

 

   １） 可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止 

     可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋近傍，外部保

管エリアは，発火性物質又は引火性物質を内包する設備に対する火

災発生防止を講ずるとともに，電気系統の過電流による過熱及び焼

損の防止対策を講ずる設計とする。 

     重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがある可

搬型重大事故等対処設備の保管場所には，可燃性蒸気又は可燃性微

粉が滞留するおそれがある設備，火花を発する設備，高温となる設

備並びに水素を発生する設備を設置しない設計とする。 

 

   ２） 不燃性又は難燃性材料の使用 

     可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性

材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が困難

な場合は，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するも

の（以下「代替材料」という。）を使用する設計とする。また，代

替材料の使用が技術的に困難な場合には，当該可搬型重大事故等対

処設備における火災に起因して，他の可搬型重大事故等対処設備の

火災が発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。 

 

   ３） 落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止 



 

     再処理事業所敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事

故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，重大事故等時に可搬型重大事故等対処設備に影響を

与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，

凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び塩害を選定する。 

     風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して重大

事故等に対処するために必要な機能を損なうことのないように，自

然現象から防護する設計とすることで，火災の発生を防止する。 

     生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響については，侵入防

止対策によって影響を受けない設計とする。 

     津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び塩害は，発火

源となり得る自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から

再処理施設に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮す

ると，発火源となり得る自然現象ではない。 

     したがって，再処理施設で火災を発生させるおそれのある自然現

象として，落雷及び地震について，これらの自然現象によって火災

が発生しないように，火災防護対策を講ずる設計とする。 

 

   ４） 早期の火災感知及び消火 

     火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等対処設備に対

する火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行うための火

災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。 

     可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれのある火災を早

期に感知するとともに，火災の発生場所を特定するために，固有の



 

信号を発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器

を組み合わせて設置する設計とする。 

     消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事

故等対処設備に及ばないよう適切に配置する設計とする。 

     消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質

に応じた容量の消火剤を備える設計とする。 

     火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水

槽車及び化学粉末消防車を配備する設計とする。 

     重大事故等への対処を行う建屋内のアクセスルートには，重大事

故が発生した場合のアクセスルート上の火災に対して初期消火活動

ができるよう消火器を配備し，初期消火活動ができる手順を整備す

る。 

     可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，当該機器が火災の

影響を受けるおそれがあることから消火活動を行うにあたり，煙又

は放射線の影響により消火困難となる箇所について，固定式消火設

備を設置することにより，消火活動が可能な設計とする。 

     屋内消火栓，消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，

蓄電池を内蔵した照明器具を設置する。 

 

   ５） 火災感知設備及び消火設備対する自然現象の考慮 

     火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，火

災感知及び消火の機能，性能が維持されるよう，凍結，風水害，地

震時の地盤変位を考慮した設計とする。 

 

(ｃ) 臨界事故の拡大を防止するための設備 



 

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための

機能を有する施設として，臨界事故への対処に係る有効性を評価す

る機器には，重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重

大事故等対処施設を設ける設計とする。 

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための

機能を有する施設として，臨界事故への対処に係る有効性を評価す

る機器には，未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨

界事故が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の

配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ

放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を 

緩和するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

臨界事故の拡大を防止するための設備は，「可溶性中性子吸収材

の自動供給に使用する設備」，「臨界事故により発生する放射線分

解水素の掃気に使用する設備」及び「貯留設備による放射性物質の

貯留に使用する設備」で構成する。 

 

(ｄ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状の

もの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には，

再処理規則第一条の三第二号に規定する重大事故の発生又は拡大

を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける

設計とする。 

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のも

の又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には，蒸

発乾固の発生を未然に防止するとともに，蒸発乾固が発生した場合



 

において，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止

し，蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮

断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるよ

うにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備は，「蒸発

乾固の発生防止対策に使用する設備」及び「蒸発乾固の拡大防止対

策に使用する設備」で構成する。 

また，蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備は，「内部ループ

への通水による冷却に使用する設備」で構成し，蒸発乾固の拡大防

止対策に使用する設備は，「貯槽等への注水に使用する設備」， 

「冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備」及び「セルへ

の導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応に使

用する設備」で構成する。 

 

(ｅ) 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備

の内部に滞留することを防止する機能を有する施設において，放射

線分解により発生する水素による爆発（以下「水素爆発」とい

う。）について評価する機器は，重大事故の発生又は拡大を防止す

るために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

水素爆発の発生の防止のための設備は，水素爆発を未然に防止す

るための空気の供給に使用する設備及び水素爆発を未然に防止する

ための空気の一括供給に使用する設備で構成し，水素爆発の拡大を



 

防止するための設備は，水素爆発の再発を防止するための空気の供

給に使用する設備，セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替

する排気系による対応に使用する設備で構成する。 

 

(ｆ) 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 

セル内において有機溶媒その他の物質を内包する施設において，

有機溶媒等による火災又は爆発について評価する機器は，重大事故

の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処

施設を設ける設計とする。 

有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，「ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための設備」で構成し，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための設備は，

「プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止に使用する設備」，

「プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に使用する設備」及び「貯留設

備による放射性物質の貯留に使用する設備」で構成する。 

 

(ｇ) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済

燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯

蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃

料を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な重

大事故等対処設備を設ける設計とする。 

使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当

該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において使用済燃

料貯蔵槽内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を



 

防止するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

 

 燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料

貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が低下した場合において燃料貯蔵プール等内の使

用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

また，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因

により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において燃料

貯蔵プール等内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨

界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

 

(ｈ) 放射性物質の漏えいに対処するための設備 

「八．ハ (３) 有効性評価 (ⅰ) 重大事故等の対処に係る有効

性評価の基本的な考え方 (ａ) 設計上定める条件より厳しい条件

の設定及び重大事故の想定箇所の特定 (ハ) 重大事故の想定箇所

の特定結果 ６） 放射性物質の漏えい」に示すとおり，放射性物

質の漏えいは発生が想定されないことから，放射性物質の漏えいに

対処するための設備は不要である。 

 

(ｉ) 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備 

再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋において重大事故等が発生した場合において，

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な重大事故



 

等対処施設を設置及び保管する。 

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備は，「大

気中への放射性物質の放出を抑制するための設備」，「工場等外へ

の放射線の放出を抑制するための設備」，「海洋，河川，湖沼等へ

の放射性物質の流出を抑制するための設備」及び「再処理施設の各

建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災及び化学火災に

用いる設備」で構成する。 

 

(ｊ) 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 

重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確

保することに加えて，重大事故等への対処に必要となる十分な量の

水を供給するために必要な重大事故等対処施設を設置及び保管する。 

重大事故等への対処に必要となる水の供給設備は，「第１貯水槽

を水源とした場合に用いる設備」及び「第１貯水槽へ水を補給する

ための設備」で構成する。 

 

(ｋ) 電源設備 

設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失したことにより

重大事故等が発生した場合において当該重大事故等に対処するため

に必要な電力を確保するために必要な重大事故等対処設備を設置及

び保管する。 

 

(ｌ) 計装設備 

再処理施設には，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のもの

を含む。）の直流電源の喪失その他の故障により当該重大事故等に



 

対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効

な情報を把握できる設備を設置又は配備する。 

再処理施設には，再処理施設への故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムが発生した場合においても必要な情報を把握でき

る設備を設置又は配備する。当該設備は，共通要因によって制御室

と同時にその機能が損なわれないものとする。 

 

  (ⅲ) その他 

   (ａ) 再処理施設は，設計，製作，建設，試験及び検査を通じて信頼

性の高いものとする。 

   (ｂ) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は，再処理設備本体の

運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

   (ｃ) 再処理施設は，再処理施設の設備等の性能の維持のために必要

な部品交換等ができる措置を講ずるものとする。 



 

1.9.39 放射性物質の漏えいに対処するための設備 

（放射性物質の漏えいに対処するための設備） 

第三十九条 セル内又は建屋内（セル内を除く。以下この条において

同じ。）において系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止する

ための機能を有する施設には、必要に応じ、再処理規則第一条の三

第六号に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な

次に掲げる重大事故等対処設備（建屋内において系統又は機器から

の放射性物質の漏えいを防止するための機能を有する施設にあって

は、第三号を除く。）を設けなければならない。 

一 系統又は機器からの放射性物質の漏えいを未然に防止するために必

要な設備 

二 系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において当該

系統又は機器の周辺における放射性物質の漏えいの拡大を防止する

ために必要な設備 

三 系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した設備に接続する換

気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配

管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放

射性物質を排出するために必要な設備 

四 系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において放射

性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備 

 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「重大事故等対処設備」とは、以下に掲げる設備

又はこれらと同等以上の効果を有する設備をいう。 



 

一 第１項第１号に規定する「放射性物質の漏えいを未然に防止するた

めに必要な設備」の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそ

れがある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

二 第１項第２号に規定する「放射性物質の漏えいの拡大を防止するた

めに必要な設備」の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそ

れがある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

三 第１項第３号に規定する「系統又は機器から放射性物質の漏えいが

発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必

要な設備」とは、閉止弁、密閉式ダンパ等をいい、「換気系統の配管

内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備」とは、水封安全器等をいう。 

また、当該設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれが

ある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

四 第１項第４号に規定する「影響を緩和するために必要な設備」とは、

セル換気系統（建屋内において系統又は機器からの放射性物質の漏

えいを防止するための機能を有する施設にあっては、建屋換気系

統）を代替するための設備等をいう。 

また、セル換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するための設

備又は建屋換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するための

設備の必要な個数は、再処理施設に設置された排風機の台数と同数

とする。 

五 上記一、二及び三については、設備の信頼性が十分に高いと判断さ

れない場合には、多様性も考慮して動作原理の異なる設備を追加す

ること。 

六 同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で、設備を共用



 

することは妨げない。 

七 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、補給水、

再処理施設の状態を監視するための設備の整備を含む。 

 

適合のための設計方針 

「添付書類八 5. 重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え

方 5.1 設計上定める条件より厳しい条件の設定及び重大事故の想定箇

所の特定 5.1.3 重大事故の想定箇所の特定結果 (６) 放射性物質の漏

えい」に示すとおり，放射性物質の漏えいは発生が想定されないことから，

放射性物質の漏えいに対処するための設備に対する設計方針は不要である。 




